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令和７年第４回奥多摩町議会定例会 会議録 

 

１ 令和７年 12 月 12 日午前 10 時 00 分、第４回奥多摩町議会定例会が奥多摩町議会議場

に招集された。 

 

２ 出席議員は次のとおりである。 

 

    第 １ 番 榎戸 雄一君  第 ２ 番 伊藤 英人君  第 ３ 番 森田 紀子君 

    第 ４ 番 相田恵美子君  第 ５ 番 大澤由香里君  第 ６ 番 澤本 幹男君 

  第 ７ 番 小峰 陽一君  第 ８ 番 宮野  亨君  第 ９ 番 高橋 邦男君  

第 10 番 原島 幸次君 

 

３ 欠席議員は次のとおりである。 

 

    な し 

 

４ 会議事件は次のとおりである。 

 

    別紙本日の『議事日程表』のとおり 

 

５ 職務のため出席した者は次のとおりである。 

 

    議会事務局長 原島 保君  議会係長 小峰 典子君 

 

６ 地方自治法第 121 条の規定による出席説明員は、次のとおりである。 

 

    町 長 師岡 伸公君  副 町 長 井上 永一君 

      教 育 長 野崎喜久美君  企 画 財 政 課 長 杉山 直也君   

    総 務 課 長 山宮 忠仁君  住 民 課 長 岡部 優一君 

    子育て定住推進課長 河村 寿仁君  福 祉 保 健 課 長 須崎 洋司君 

    観 光 産 業 課 長 大串 清文君  自然公園施設担当課長 新島 和貴君 

    環 境 整 備 課 長 坂村 孝成君  環 境 担 当 主 幹 坂本 秀一君 

    会 計 管 理 者 岡野 敏行君  教 育 課 長 清水 俊雄君 

    病 院 事 務 長 岡部  勝 君   

 

 



 



令和７年第４回奥多摩町議会定例会議事日程［第２号］ 

令和７年 12 月 12 日（金） 

午 前 1 0 時 0 0 分  開 議 

会 期  令和７年 12 月 5 日～12 月 12 日（８日間） 

日程 議案番号 事 件 ・ 議 案 名 結 果 

１ ― 議長開議宣告 ― 

２ ― 議会運営委員会委員長報告 ― 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

一般質問（８名） 

 

１ 高橋 邦男議員 

２ 榎戸 雄一議員 

３ 原島 幸次議員 

４ 相田恵美子議員 

５ 宮野 亨議員 

６ 伊藤 英人議員 

７ 森田 紀子議員 

８ 大澤由香里議員 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

― 

４ 議案第 69 号 令和７年度奥多摩町一般会計補正予算（第４号） 原案可決 

５ 7陳情第3号 証明書等のコンビニ交付に関する陳情書 趣旨採択 

６ ― 
各常任委員会、議会運営委員会の特定事件に関する閉会

中の継続調査について 
決定 

７ ― 議員派遣について 決定 

８ ― 町長あいさつ ― 

（午後３時 20 分 閉会） 
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午前 10 時 00 分開議 

○議長（澤本 幹男君） 皆さん、おはようございます。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、配布のとおりであります。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 日程第２ 議会運営委員会委員長報告を行います。 

 本件については、本日、議会運営委員会が開かれ、本定例会の追加議案について協議が

行われておりますので、その結果を議会運営委員会委員長、大澤由香里議員よりご報告願

います。５番、大澤由香里議員。 

〔議会運営委員長 大澤由香里君 登壇〕 

○議会運営委員長（大澤由香里君） ５番、大澤です。 

 議会運営委員会の報告をいたします。 

 令和７年第４回奥多摩町議会定例会の追加案件について、本日 12 月 12 日午前９時から

議会運営委員会を開催しましたので、その協議結果を報告します。 

 本日、追加議案として議案１件を上程することを決定しました。議案等の取扱いについ

て申し上げます。 

 配布してあります提出案件及び上程別・採決別一覧表をご覧ください。 

 議案第 69 号につきましては、単独上程の上、採決は即決と決定しております。 

 以上が本定例会の会期と議案等の取扱いを含めた議会運営委員会の協議結果であります。 

 本日の議会運営が効率的かつ円滑に進行しますよう議員各位のご協力をお願い申し上げ、

議会運営委員会委員長の報告といたします。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、議会運営委員会委員長の報告は終わりました。 

 お諮りします。追加議案の取扱いについては、議会運営委員会委員長報告のとおりとす

ることに決定したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員長報告の

とおりとすることに決定しました。 

 なお、本定例会の会議日程につきましては、配布してあります会議予定表のとおり進め

たいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、日程第３ 一般質問を行います。 

 通告のありました議員は８名であります。 

 これより通告順に行います。 
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 はじめに、９番、高橋邦男議員から２問の通告を受理しております。まず１問目の質問

を許します。９番、高橋邦男議員。 

〔９番 高橋 邦男君 登壇〕 

○９番（高橋 邦男君） ９番、高橋です。久しぶりに１番バッターを務めさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 町の財政健全化について質問します。 

 町の財政状況を客観的に示す健全化判断比率、資金不足比率ともに良好で、町は健全な

財政運営ができていると考えています。 

 ただ、今後、下水道事業の償還や新庁舎建設における負債の発生、公共施設の改修・更

新、３つの保険や病院会計補助金などの医療・福祉関係の支出も大きく、また、最近の物

価高騰も影響を及ぼすと思われ、決して安心すべきではありません。健全な財政運営がで

きている今だからこそ、町の将来を見据えた財政対策をしておくべきであります。 

 その対策の一つとして、更なる歳入の確保と住民生活に影響の少ない歳出の抑制が欠か

せないと思います。 

 歳入面では、都の市町村総合交付金、自主財源の更なる確保であると思います。自主財

源でいえば、町所有財産の有効活用、売却も選択肢の一つと思います。それから、観光施

設など利益を目的とした施設の使用料の見直し、結構改修費も膨大な費用がかかっていま

すので、その辺もどうなるかなと思います。それから、民間活力の活用などがあります。 

 歳出面では、事務事業の精査、当たり前ですけども、必要性、重要性の見極めがより一

層大切になってくると思います。それから、公共施設の管理の見直しや経費の削減、そし

て、公共施設のスリム化などが挙げられます。 

 そこで質問します。町の財政健全化に向け、歳入と歳出面における重要な対策はどんな

ことでしょうか。お願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ９番、高橋邦男議員の一般質問の１問目、町の財政健全化につ

いてお答えをいたします。 

 ご質問の町の財政健全化に向け、歳入と歳出面における重要な対策はについてですが、

まず歳入面では、自主財源である町税が年々減少を続け、国や東京都へ財源を依存してい

る厳しい財政状況に変わりはなく、今後も人口減少や少子高齢化の進行により自主財源を

確保していくことは大変難しい状況にあると考えております。 
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 将来を見据えた財政対策といたしましては、過去からも行っておりますが、安定的な財

政運営を実現していくために各種積立基金の積み増しを図ってまいりました。特に、年度

間の財源調整や災害などの不測の事態が発生した際に活用が見込まれる財政調整基金の令

和６年度末の残高は 18 億 8,000 万円となり、10 年前の平成 26 年度末残高の８億 1,000

万円と比較して約 2.3 倍の積立額としております。 

 財政調整基金の残高は、一般的に標準財政規模の 10％程度が目安とされておりますが、

町の標準財政規模に対する財政調整基金の残高の割合は約 66％となっており、今後の財

政需要に備え、財源の確保が図られているとも言えます。このことが将来負担比率をはじ

めとする財政健全化判断比率の結果として示されているものと捉えております。 

 しかしながら、人口減少と少子高齢化が進行していく中で、自主財源を維持・確保して

いくことは難しく、基金の取崩しによる予算編成は避けられない状況でありますので、引

き続き町の重要な財源である東京都市町村総合交付金をはじめ、国や東京都の補助金など

の財源確保を図るとともに、元利償還金の７割が交付税措置される過疎対策事業債など償

還に係る負担が軽減される起債の活用も視野に入れ、財源確保を図ってまいります。 

 次に、歳出面では、新庁舎建設などの大型事業、更新時期を迎えている様々な公共施設

の改修や道路・橋梁等のインフラ整備など、投資的経費において多くの支出が見込まれる

こと、更には資材価格等の高騰や人件費等の上昇などの影響により町を取り巻く財政環境

は今後も厳しい状況にあることから、住民サービスの水準を維持していくことを前提とし

て、現事業の取捨選択や見直しを行うとともに、計画的な事業執行が求められていると考

えております。 

 町の財政健全化に向けては、議員からご提言のございました解決策も参考に、各種事業

の見直しや再構築を図りながら、限りある財源を効果的、効率的に執行していくとともに、

第６期長期総合計画の各種施策の実現に向けて、また、自治体運営の方向性として長期総

合計画に包含した第６次行政改革大綱における将来を見据えた持続可能な財政運営の推進

に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 高橋議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○９番（高橋 邦男君） 再質問３点お願いしたいと思います。 

 まず１つ目なんですけれども、自主財源の確保についてであります。先程の答弁でも自

主財源の確保は非常に難しい、確かに自分もそれは感じているし、そのとおりだと思って

います。財政運営においては基金の積み増し、それから、東京都の市町村総合交付金や国

や都の補助金の確保に努めるということで歳入のほうの面倒を見ていくという答弁があり
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ました。 

 ただ、自主財源の確保は難しいのは分かるんですけども、その中でも特に確保に力を入

れられるものがあるんじゃないかと思うんですけど、その辺について町側の答弁をお願い

したいと思います。 

 それから、２つ目は、負の遺産の処理です。自分も再三、一般質問等で質問させていた

だきました。町には多くの負の遺産があります。例えば旧一心亭の建物とか、或いはこの

近くだと旧りそな銀行、それから、小河内のほうの旧レイクサイド奥多摩ですか、大きな

ものが結構あって、今年になって鳩の巣の旧山宮林業事務所、あと蔵なんか解体・撤去し

てもらいました。これは国道に面して倒壊のおそれがある建物については、国とか都から

の指導があってやむを得ず撤去せざるを得なかったんだと思うんですけど。旧りそな銀行

も、そのうちそういう状況になるかなと思いますが、旧一心亭、自分は、再活用は限りな

くゼロに近いかなと思います。それから、旧レイクサイド奥多摩については、これも活用

は難しいと思うんですけども、立地条件見ると、旧一心亭よりはまだ撤去しやすいとこか

なと思っているんです。 

 そういうことで、これからの負の遺産の処理を今後町はどのように考えているか、ある

程度方向性を示す時期だと思うんで、答えられる範囲でお願いしたいと思います。 

 それから、最後に３つ目なんですけども、健全化判断比率とか、資金不足比率数値が出

て、毎年町のほうでは良好であるというような報告があります。その良好がどの程度なの

かということなんです。例えば自分が小・中学生の頃、毎学期通知表をいただきます。５

段階評価でした。５から１。５が大変よくできている、或いはすぐれているだったかな。

１が劣っているということで５段階評定をいただいたんですけども、自分は今の町の財政

状況は４ぐらいなのかなというふうに思っているんですね。ただ、４というのも幅があっ

て、５に近い４なのか、３に近い４なのか、幅が非常に広いんですね。今後のいろんな支

出のことを考えると、もしかしたら３に近い４であるかなというふうに思っています。 

 先程の答弁でも基金の積み増しも結構予定よりも多くできているし、それから、答弁に

はあったかな、償還のほうも計画的に進んでいるというプラス面もあるんですけど、ただ、

先程の公共施設の更新とか、改修、いろんな面で歳出のほうも見通せない部分もあるとい

うことで、３に近い４なのかなと思うんですけど、その辺を別に５段階評定じゃなくて結

構ですから、町のほうの言葉でいいです。どの程度なのか、もうちょっと具体的に話して

いただければありがたいです。 

 以上３点お願いします。 
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○議長（澤本 幹男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（杉山 直也君） ９番、高橋議員からの再質問にお答えいたします。 

 議員からは３点ご質問いただいてございます。 

 まず１点目でございますが、自主財源の確保は難しいという町長の答弁を受けて、その

中でも特に確保に力を入れられるものは何かというご質問と思います。若干自主財源の確

保に特に力を入れられるものというご質問なんですけれども、趣旨とは異なるかもしれま

せんが、今後も人口減少や少子高齢化の進行により自主財源が減少傾向となることは避け

られない状況ということは先程の町長の答弁、また、高橋議員からもございましたとおり

でございます。 

 そんな中で、これまで同様、将来の財政需要を見据えて安定的な財政運営を実現してい

くためには、やはり各種基金への積立て、積み増しを行い、計画的な活用を図ることが重

要と考えてございますので、そちらを重点的にやっていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 次に、２点目でございます。負の遺産の処理を今後どう考えていくかということで、議

員からは先程ございましたとおり、一般質問等を含め、度々ご質問のほうをいただいてご

ざいます。特に先程もございました旧一心亭、旧レイクサイド奥多摩などの今後の活用方

針を示すようにというご質問をいただいてございます。 

 町といたしましても新庁舎建設事業など優先すべき大型事業がほかにある中で、財源対

策の面からも具体的な取組を行うことは難しい状況にあるとこれまでもお伝えしていると

ともに、建物の除却も含めて優先順位をつけながら検討していきたいとお伝えをさせてい

ただいてございます。 

 議員から負の財産として指摘されているこれらの施設につきましては、担当課といたし

ましては、老朽化により建物を改修して活用することは困難な状況であり、解体が望まし

いと考えてございます。 

 しかしながら、解体には多額の費用が見込まれることから、今回ご質問の町の財政健全

化という観点からも、また、他の優先すべき事業を進めていくためにも、限りある財源を

効果的・効率的に執行していかなければならないというふうに考えてございます。 

 次に、３点目でございます。健全化判断比率、資金不足比率の数値、今どの程度良好な

のかというご質問でございます。健全化判断比率、資金不足比率につきましては、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、毎年度財政の健全性に関する比率を算定し、

その算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならな
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いとされてございます。 

 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきましても、令和７年第

３回町議会定例会において監査委員の審査意見とともに議会へ報告をさせていただいてお

ります。健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政状況を統

一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合には迅速な対応を図るために

設定されたもので、その基準として各指標に早期健全化基準が設けられてございます。そ

の基準を一つでも超えますと早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、議会の議

決を得ることが義務づけられるとともに、計画策定年度のみ個別外部監査が強制適用され

ることとなります。 

 ご質問のどの程度良好なのかにつきましては、先程議員からは通知表の例もお出しいた

だいて４ぐらい、またはそれ以下ぐらいかというようなご提示もされておりますけれども、

この良好の程度を示すことはなかなか難しいものと捉えてございます。 

 先程ご説明いたしました早期健全化基準により判断をさせていただきますと、町の各指

標は、早期健全化基準を大きく下回っていることから、監査委員の審査意見にもございま

したとおり、良好な状態が保たれているというふうに町としては考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 高橋議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

 次に、２問目の質問を許します。 

○９番（高橋 邦男君） ２問目の質問です。健康寿命の延伸を図るには。 

 現在、日本の平均寿命は、男で 81.09歳、女 87.14歳ですが、健康寿命は男 72.57歳、

女 75.45 歳と平均 10 年前後の支援や介護が必要とされています。医療の進歩により平均

寿命は延びてきましたが、健康寿命については一人一人の健康意識の向上、そして、努力

が必要となってきます。 

 町は以前より町民の健康づくりのため、様々な施策・事業を展開してきました。最近で

は防災無線によるラジオ体操、それから、自治会、高齢者クラブ主体の「かんたん体操」

の実施、筋力アップ施設の「にっ古里」や認知症予防を目的とした「来るっく～」を開設、

適度の運動や交流の場を設定しています。その結果、以前に比べ、住民の健康意識が高ま

ったのか、多くの高齢者が積極的に参加されています。 

 今後は、現事業への参加者を増やすこと、それから、若い世代の健康づくりへの意識向

上を図ることが一つの課題ではないでしょうか。町が先頭に立ち、住民の健康意識を高め、
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まちの健康寿命を延伸し、住民一人一人が健康で生きがいを持って暮らせる町の実現に繋

がればと願っています。 

 そこで質問です。現在の健康づくり事業の評価と今後の課題についてお伺いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君）２問目の健康寿命の延伸を図るにはについてお答えをいたします。 

 現在、町では各地域において健康づくりに関する事業を実施しており、「かんたん体

操」は、令和６年度では自治会と高齢者クラブの共同による自主体操グループが町内の

16 か所で活動しております。 

 「元気アップおくたま事業」は、令和６年度から参加者がより参加しやすいよう配慮し、

実施地区を 13 地区から 18 地区に増やしており、参加者についても令和５年度の 371 名か

ら令和６年度には 505名に増加しております。町民が健康に向き合える機会を設けること

で、健康の維持・増進、健康意識の高揚を図ることができました。 

 また、通所による事業としては、「にっ古里」「来るっく～」「ヘルシー体操」等の事

業を実施しており、「にっ古里」は、適切な筋力トレーニングによる筋力維持・増強によ

り転倒防止、姿勢保持能力向上、移動能力向上など、高齢者の生活の質を維持向上させる

ことを目的として令和４年４月から実施しております。令和６年度の利用者延べ人数は

3,273 人となり、多くの高齢者に積極的にご利用いただき、健康寿命の延伸に繋がってお

ります。 

 「来るっく～」は、町の認知症地域支援推進員が中心となり、住民ボランティアの皆さ

んに協力いただき、嚥下機能を改善する口腔体操や認知機能低下の予防、認知症の発症に

不安のある方に向けた認知症相談も併せて受けており、令和６年度の延べ利用者人数は

642 人となっております。令和６年５月から鳩の巣地区の認知症支援拠点「来るっく～」

の運営を開始いたしましたが、利用者に好評なため、令和７年５月からは氷川地区での

「来るっく～」も開始しております。 

 また、議員ご指摘のとおり、若い世代の方の健康づくりへの意識向上を図ることが重要

となっており、保健推進員にご協力いただき、昨年度はヨガとツボ押し健康座談会を開催

し、今年度についても生活習慣病予防のための筋トレ講習会を開催しているところです。 

 ご質問の現在の健康づくり事業の評価と今後の課題はにつきましては、令和６年度に第

４期健康増進計画・食育推進計画を策定しており、本計画策定に当たり第３期健康増進計

画・食育推進計画等の評価を行っております。 
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 本計画の重点目標として健康寿命の延伸を掲げており、65 歳の人が何らかの障害のた

めに日常生活動作が制限されるまでの年齢を平均的に表した指標として 65 歳健康寿命を

目標として設定しており、平成 28 年度を基準値として令和４年度の実績値と比較すると、

男性が 79.76 歳であったものが 80.19 歳となり、女性についても 83.07 歳が 83.99 歳と

65歳健康寿命が改善している状況となっております。 

 また、計画策定に際して 16 歳以上の 1,500 人の町民を対象として、奥多摩町保健・健

康づくり等に関する町民意識調査を実施いたしましたが、調査の中で、健康に関する関心

や健康意識についての設問があり、９割以上の方が自分の健康に対して関心を持っており、

30 歳以下の若年層の方でも８割半ばの方が健康に関心を持っている状況と健康に対して

の関心が高くなっております。また、６割以上の方が自分は健康であると認識しているこ

とから、健康に対しての関心を高く持つことで自分の健康状態を良好に保てているものと

考えられます。 

 また、第６期長期総合計画の策定時に、まちづくり住民アンケートを実施しております

が、そのアンケートの中で「健康の自己管理意識の普及・啓発」の満足度では、平成 25

年度が 63％であったものが令和６年度では 73.8％となり、満足度が大幅に改善している

状況となっております。 

 今後の課題につきましては、健康意識の高い人は健康維持できている一方で、健康でな

いと思っている方もどの年代でも３割ほどとなっていることから、健康に関心が低い方に

いかに健康情報を届けていくかということが課題となっております。 

 今後も人口の半数を占める高齢者を対象とした啓発活動を積極的に行うとともに、40

歳、50 歳代への啓発活動に重点を置き、更なる健康意識の底上げを図っていくことが重

要と考えております。 

○議長（澤本 幹男君） 高橋議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○９番（高橋 邦男君） 今の答弁の中で、町の健康寿命は全国に比べて随分高いかなと

いうことで、非常に評価されるかなと思います。 

 それから、若い世代の人も健康に関心を持っているという方が非常に多くて、課題は、

関心を持っている人をどう行動に結びつけるか。それから一方、持っていない方について

は関心を持たせて、それを行動にどう持っていくか。その辺が大きな課題なのかなと思い

ます。 

 高齢者の方、先程の質問の中にもありましたけど、非常に自ら進んで健康づくり事業に

参加しているなというのをつくづく感じています。この前の６日の土曜日なんですけど、
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スポーツ協会のグラウンドゴルフの大会があったんですけど、約 40 名近い方が参加して

いました。そのほとんどが 70 後半から 80代ということで、非常に年々参加者も増えてい

るんです。 

 ということで質問の１つ目は、若い世代の方の健康意識の啓発、そして、それをどう行

動に生かすか、それが大きな課題であると思いますので、その辺について、これは実は町

長が七、八年前、議員のときに「歩いて貯金」という一般質問をされたと思います。多分

ポイント制の導入が絡んでいるのかなと思うんで、一つのきっかけとして、若い世代の人

にも行動に移していただけるような何かきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど

も、これについては町長のほうに答弁をお願いしたいと思います。 

 それから２つ目、去年の６月議会で榎戸議員が「貯筋通帳」という一般質問をしました。

「貯筋」の筋は筋肉の「筋」です。これも同じようにポイント制とはちょっと違うと思う

んですけど、自分の実際に歩いた距離を何かにまとめて、それで行動を促進する一つなの

かなというふうに思っています。 

 そこで、実は町長の答弁の中に、町の健康づくり推進協議会などで意見をいただいて、

より工夫を凝らした通帳というんですか、記録表を作成したいという話があったんです。

そこで質問の２つ目は、健康意識の向上に対して町の健康づくり推進協議会という組織が

ありますが、どのような意見が出されて、どのような話し合いがされているのかなという

ふうに思っています。それについて答えてほしいと思います。 

 以上２件お願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

○町長（師岡 伸公君） 過去の議事録をひもといていただきまして、ありがとうござい

ます。そうですね、そういう質問させていただきました。奥多摩の場合には、家にこもら

ないで外に出て参加するというところが健康増進の条件だというふうに思いましたので、

当時そういう質問をさせていただいたんですが、これはポイントにして、それを例えば町

内の地域応援券みたいな形で消費するポイントに、多分そこ辺りまで踏み込んだかと思い

ますけれども、そこまでいくにはちょっとハードルが高い部分も正直あったようでござい

ますので。ただ、趣旨としてはそういう啓発活動をすることで、そこに参加する人が、今

議員もおっしゃったように、いろんな方を連れてきてやるという意味では、高齢者もそう

ですし、若い方もそうですし、そういう場面をこれからもつくれるように、ちょっと当時

の資料を読み返してみます。検討させてください。よろしくお願いします。 

 それから、若い方を引っ張るということは、ヨガですとか、ツボの教室もやっていて、
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これは男女限らず、非常に有効的な手段だと思っています。ここをしっかりと、若い方は

ご本人もそうですし、子どもの健康づくりという面でも意識を高めていただくことが大事

かなと思っていますので、高齢者、若い人に限らず、健康増進のための行事をしっかりと

これからもやってまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（須崎 洋司君） ９番、高橋議員の２点目の再質問にお答えいたします。 

 健康づくり推進協議会におきましてどのようなご意見があったかということでございま

す。令和６年度は年３回開催したところでございますけれども、１番、榎戸議員も委員と

して昨年度参加していただいておりました。貯筋事業をはじめといたしまして、健康づく

り全般に関わるご意見をいただいたところでございます。 

 委員からその中で特に外に出て地域の人と交流を深め、運動することが重要であるとい

うようなご意見もございました。 

 また、保健推進会議では、若い世代への健康づくりの意識向上を目的としたヨガとツボ

押し健康座談会など、企画立案をいただきまして、事業化し、ご好評をいただきました。 

 今後も健康づくり推進協議会、保健推進委員の皆さんにご協力いただきながら、住民の

健康意識を高めることで健康寿命の延伸を図り、住民一人一人が健康で生きがいを持って

暮らせていけるよう健康事業を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 高橋議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

 以上で、９番、高橋邦男議員の一般質問は終わります。 

 次に、１番、榎戸雄一議員から１問の通告を受理しております。質問を許します。１番、

榎戸雄一議員。 

〔１番 榎戸 雄一君 登壇〕 

○１番（榎戸 雄一君） １番、榎戸です。よろしくお願いします。 

 それでは、通告に基づきまして１件の質問をさせていただきたいと思います。森林環境

譲与税を踏まえた樹木管理補助制度の創設についてということです。 

 奥多摩町は、環境省の巨樹データベースに 1,000 本を超える樹木が登録され、巨樹の里

として知られるほか、日原森林館も存在するなど、豊かな自然環境が町の最大の魅力であ

り、貴重な財産です。 

 しかしながら、人口減少、高齢化が進行するに伴い、居住区周辺の私有地における雑木
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や庭木等の適切な手入れや伐採が困難な状況が今や町の各所で見受けられます。この状況

は、単に美観の問題にとどまらず、住民からは、落ち葉清掃の負担増大、更には倒木リス

クの増大など、住環境と安全確保への深刻な影響が懸念されています。日照の阻害もその

一因ではありますが、それに限られた問題ではありません。 

 国策である森林環境譲与税の趣旨を鑑み、町の生活基盤である居住区周辺の樹木管理を

町の喫緊かつ重要な住環境整備と位置づけるべきだと考えます。 

 つきましては、生活に支障や危険を及ぼす私有地の樹木について自治会を経由せずとも

隣接する住民単位で申請できる補助制度を創設することについて町としての見解を伺いま

す。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） １番、榎戸雄一議員の一般質問、森林環境譲与税を踏まえた樹

木管理補助制度の創設についてお答えをいたします。 

 森林環境譲与税につきましては、令和７年第２回町議会定例会の一般質問で、９番、高

橋議員から森林環境譲与税の有効活用についてのご質問をいただいきお答えしており、一

部内容が重複いたしますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 議員ご説明の人口減少や高齢化の進行に伴い、人家周辺の私有地における雑木や庭木等

の適切な手入れや伐採が困難な状況であることは承知しているところですが、基本的に私

有地における雑木や庭木等の管理は、その所有者が責任を持って実施するべきものであり

ます。 

 その一方で、所有者だけでなく、地域住民の生活環境の改善や向上に繋がるなど、公共

の事業として広く認められる場合、当町においては、私有地の杉、ヒノキのうち、日照を

阻害している立木の伐採に要する費用を町が助成する事業として平成 12 年３月に奥多摩

町日照確保対策事業助成金交付要綱を制定し、当該事業を実施しているところであります。 

 この日照確保対策事業は、その公共性を高めるため、１か所当たりの実施基準として受

益戸数を常時、町民が生活している住宅２戸以上、改善効果が日照時間にして概ね 30 分

以上、支障木の規模を概ね 500 本以下と定めて、自治会を通じた申請手続としており、自

治会の役割といたしまして地域の合意形成、支障木の所有者との交渉及び伐採に係る許可

の取得などをお願いしております。 

 なお、日照確保対策事業につきましては、令和６年度に自治会への助成基準を見直し、

助成範囲を拡充することで利便性を図ったところですが、見直し以降、新たな申請がない
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ことから、本事業の活用が図れるよう自治会長に改めて周知するとともに、更なる見直し

も含めて検討してまいります。 

 議員からは、自治会を経由せずとも隣接する住民単位で申請できる制度の創設のご提言

をいただいたところですが、地方公共団体として隣接する住民単位だけの申請で、その公

共性を担保できるのか、今後慎重に研究してまいります。 

 一方、新たな事業を実施する場合には、財源の確保が必要となりますが、議員からは、

森林環境譲与税の趣旨に鑑み、町の生活基盤である居住区周辺の樹木管理を町の喫緊かつ

重要な住環境整備と位置づけるべきとのご提言をいただきました。 

 その森林環境譲与税につきましては、町の森林環境整備基金の令和６年度末現在高は１

億 5,560万 5,000 円となっており、後年事業への充当財源として活用を考えております。

また、令和６年度から森林環境税として年額 1,000 円の徴収が開始となり、当町における

森林環境譲与税は今後も年間約 5,000万円の歳入が見込まれる状況で、他の税収と同じく、

貴重な財源であります。 

 当町における森林環境譲与税の活用につきましては、町の林業振興事業協議会において

協議を行い、令和６年２月に活用方針を定めたところですが、今年度からスタートした町

の第６期長期総合計画におけるコンセプト「持続化」の将来像「サステナブルなまちづく

り」に掲げる施策の方向性「資源を活かす・大切にするまちづくり」の実現に向けて、取

組例として示した「木質資源の活用」について、第６期長期総合計画にひもづく個別計画

として令和８年度に策定を予定している農業、林業、観光等を含んだ産業振興計画の一つ

の施策として位置づけるものといたしました。 

 その木質資源の活用に関わる事業等への財源として森林環境譲与税及び森林環境整備基

金の充当事業及び充当額を新庁舎建設整備事業への今後の充当額を踏まえながら、令和８

年度にかけて町の協議会においても議論を重ね、令和６年２月に定めた活用方針の見直し

を行うものとしておりますので、議員ご提言の森林環境譲与税を踏まえた樹木管理補助制

度の創設につきましても併せて今後の検討課題として研究してまいりますので、ご理解を

お願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 榎戸議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○１番（榎戸 雄一君） 只今答弁をいただきまして、町として私有地における、要は手

入れは、その所有者が責任を持って実施すべきものとありましたが、私もおっしゃるとお

りだと思います。 

 しかし、ちょっと昔、自分たちが子どもの頃を思い出してもらいたいんですけど、多分
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皆さんまき割りだとか、お風呂はまきだったというのがどこの家も一般だったんじゃない

かなと思います。木は財産であり、生活に欠かすことのできない資源であったと思われま

す。昨今は、そのまきが化石燃料やガス、電気に代わり、建物は木からコンクリートへ、

そして、国策で植えた杉、ヒノキは使わずに外材を使って家を建てる、こんなことが当た

り前になり、木を守ることがおろそかになったがゆえに生まれた環境譲与税だと思います。 

 タイトルに森林環境譲与税を付け加えたのは、時代の変化によって行政の政策も変わる

べきものであるとの観点から一般質問として取り上げました。 

 再質問としては、まず１点目、令和６年度に日照確保対策について助成基準を見直しと

ありますが、ここのところは枠を広げたと思うんですが、ここに対して杉、ヒノキだけで

なく、その他の樹木を追加することはできないかというのが１点目。 

 ２点目ですが、他の行政でも見られるように、森林環境譲与税を使った政策の中に森林

ボランティア制度というものを導入しているところもございます。奥多摩町には多くの巨

樹があり、これらを守りつつ、不要な雑木などを伐採し、また、それをまきとして利用し

たりして循環していく社会を目指す取組、こんな森林ボランティア制度の導入について伺

いたいと思います。 

 以上２点です。よろしくお願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 観光産業課長。 

○観光産業課長（大串 清文君） １番、榎戸議員の再質問にお答えいたします。 

 まず１点目でございますが、日照確保対策事業について令和６年度見直しを行ったとこ

ろでございますが、その内容について対象の支障木について杉、ヒノキ以外に今後、広葉

樹等も含めて対象とならないかという１点目のご質問でございます。 

 まず、こちらの日照確保対策事業でございますけれども、要綱の中で支障木として杉、

ヒノキという形でございまして、令和６年度の見直しもその対象はそのままとしていると

ころでございます。こちらは、特に冬場の日照時間の確保を目的に、自治会からの申請書

類においても冬至の日照時間の確認をしており、冬場は広葉樹林も落葉することから、針

葉樹の杉、ヒノキのままとしているところでございます。 

 しかしながら、昨年度見直し以後も自治会からの相談はあるものの、これまで申請に至

っていませんことから、担当課として本事業をより活用いただくため、議員からのご提言

を含め、対象となる支障木についても担当課として今後、研究してまいりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 ２点目でございます。他の市町村においては森林環境譲与税を活用して森林ボランティ
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アの導入、もしくはそれに対して環境譲与税を活用しているというご質問でございます。

それに対して町として森林ボランティアについてのお尋ねでございました。 

 町として該当する森林ボランティア制度は現状ございませんけれども、一方では、町内

では東京都における東京林業サポート隊、森林ボランティア活動もあり、それらの活動等

も踏まえながら、町長答弁のとおり、６期長計においてはサステナブルなまちづくり、そ

の中で具体的に木質資源の活用という形で掲げておりますので、来年度産業振興計画の策

定に向けて担当課としても森林ボランティア制度について他の自治体の例等も参考にしな

がら研究してまいりたいというふうに考えますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 榎戸議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

○１番（榎戸 雄一君） ありません。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、１番、榎戸雄一議員の一般質問は終わります。 

 次に、10 番、原島幸次議員から１問の通告を受理しておりますので、質問を許します。

10 番、原島幸次議員。 

〔10 番 原島 幸次君 登壇〕 

○10 番（原島 幸次君） 10 番、原島幸次です。 

 それでは、私からは１点質問させていただきます。在宅医療・介護連携推進事業の取組

についてでございます。 

 高齢化が進む奥多摩町、高齢化率 53.5％、これは令和７年 10 月１日現在でございます。

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けること

ができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医

療・介護を一体的に提供できる体制づくりが重要であると考えます。 

 そのため、都道府県、或いは保健所の支援の下、市区町村が中心となって地域の医師会

等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の構築を推進することが求められております。 

 今後は、地域社会全体で医療と介護の連携を更に強化し、地域の実情に応じた医療・介

護サービスの提供に努めていくことが重要であると考えます。 

 そこで次について質問させていただきます。 

 １番で、奥多摩町の在宅医療・介護連携の現状について。 

 ２番目に、近隣市町村との広域的な連携について。 

 ３番目に、課題と今後の展望についてお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願
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いします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） 10 番、原島幸次議員の一般質問、在宅医療・介護連携推進事

業の取組についてお答えをいたします。 

 在宅医療・介護連携推進事業は、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を

継続できるよう、切れ目のない在宅医療と介護を提供するために、医療機関と介護事業所

等との連携を推進する事業であり、町においても地域包括ケアシステムの推進に資する重

要な取組として位置づけております。 

 町における在宅医療・介護連携の推進については、国の基本方針に基づき策定した奥多

摩町地域高齢者支援計画に定められており、入院治療から在宅医療への円滑な移行や安定

的な在宅療養生活の継続のため、専門の相談窓口を設置し、支援体制の充実を図っており

ます。 

 １点目の奥多摩町の在宅医療・介護連携の現状についてですが、現行の第９期奥多摩町

地域高齢者支援計画では、医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを続けることができる社会の実現に向け、医療・介護の関係機関が連携して、

包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要であり、高齢者が安心して自宅

で療養生活を送ることができるよう奥多摩病院と保健福祉センターを中心とした保健・医

療・福祉の連携体制を基に、医療職、介護職等の多職種も参加する協議体を設置し、個別

ケースごとに協議しながら在宅医療・介護連携推進事業の施策展開を進めることとしてお

ります。 

 具体的な取組については、地域包括支援ケアセンターにおいて包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業を実施しており、医療機関との連携については、支援が必要な高齢者の

受診同行や退院前カンファレンスへの参加を積極的に取り入れ、主治医や医療相談員と連

携を図っており、主に退院支援の場面や在宅医療の開始において患者やその家族、医療機

関からの相談に対してカンファレンスへの参加や医療介護サービスの調整、相談支援を実

施しております。 

 ２点目の近隣市町村との広域的な連携についてですが、西多摩地域広域行政圏協議会に

おいて西多摩地域の各市町村が地域包括ケアシステムの構築を実現できるよう共同で医

療・介護連携に関する事業を実施しており、主な事業として、西多摩の医療・介護関係者

を対象とした多職種研修会と住民に向けた在宅医療・介護に関する普及啓発講演会を実施
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しております。 

 令和７年度においては、９月に地域包括ケアシステムにおけるＩＣＴネットワークをテ

ーマとした医療・介護関係者研修会を実施し、11 月には仕事や育児と両立できる共倒れ

しない介護をテーマとした住民向け講演会を実施することで、西多摩地域全体の医療・介

護連携を推進し、地域包括ケアシステムの構築に向けた広域的な連携を進めております。 

 ３点目の課題と今後の展望についてですが、第９期奥多摩町地域高齢者支援計画に定め

ている医療職、介護職等の多職種も参加する協議体の設置について、現状では多職種が参

加する会議はコロナ禍以降において開催を控えており、情報交換や交流の場が減っている

状況にあります。今後の展望については、町全体の医療職、介護職等の多職種が参加する

情報交換の場を新たに開催し、在宅医療・介護連携推進に対するそれぞれの職種における

課題や問題点を把握することで、更なる地域包括ケアシステムの推進に繋げる取組を実施

してまいります。 

○議長（澤本 幹男君） 原島議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○10 番（原島 幸次君） それでは、２点ばかり再質問させていただきます。 

 地域包括支援センターは、病院と提携しながらいろいろやっておりますが、地域包括支

援センターにおいて包括的・継続的なケアマネジメント支援事業で支援をした奥多摩町の

高齢者の実績を教えていただければと思います。 

 ２点目が答弁の中に地域包括ケアシステムの推進に繋げる新たな取組を実施していくと

のことでございますが、具体的な取組の内容についてお聞かせいただければと思います。 

 この２点についてよろしくお願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（須崎 洋司君） 10 番、原島議員の再質問にお答えいたします。 

 １点目の高齢者の支援をした実績でございますが、令和６年度においては 41 件、令和

７年度９月末時点で 19 件の実績となってございます。 

 次に、２点目の具体的な取組内容でございますが、町内の医療機関、介護施設の実務者

を対象とした情報交換会を年一、二回開催し、日頃感じている課題や問題点を共有するこ

とで医療・介護の連携体制を更に強化してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） 原島議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

○10 番（原島 幸次君） ございません。 
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○議長（澤本 幹男君） 以上で、10 番、原島幸次議員の一般質問は終わります。 

 お諮りします。会議の途中でありますが、ここで暫時休憩にしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、午前 11 時 15分から再開しま

す。 

午前 11 時 00 分休憩 

午前 11 時 15分再開 

○議長（澤本 幹男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、４番、相田恵美子議員から２問の通告を受理しております。質問を許します。４

番、相田恵美子議員。 

〔４番 相田恵美子君 登壇〕 

○４番（相田恵美子君） ４番、相田でございます。 

 通告に従いまして１件目の一般質問をさせていただきます。町長と住民の懇談会、顔の

見えるまちづくり。 

 第６期長期総合計画が本年４月よりスタートいたしました。策定に当たっては「住民等

との協創」をテーマに、住民参加型のワークショップを町内３か所で開催、住民の方々の

意見を積極的に取り入れる姿勢が示されました。加えてパブリックコメントや審議会への

住民参加など多様な形で住民の声を町政に反映させる取組は、師岡町政の成果であり、町

としても大きな前進であると評価いたします。 

 今後、計画策定における住民参加にとどまらず、計画の実行段階においても住民との協

創を継続的に実現していくことが本当の意味での住民等との協創ではないでしょうか。そ

れこそ師岡町長自ら住民と対話する機会、顔の見えるまちづくりを設けることが不可欠で

はないかと思います。 

 策定に向けての住民ワークショップは、小河内、氷川、古里の３地区で行われました。

今年町制 70 周年、この３地区は、合併して奥多摩町となりましたが、それぞれの歴史や

慣習も異なることから、それぞれの課題も当然ながら異なってまいります。 

 各地域の住民の声を直接町長が聞く機会を持つことは、第６期長期総合計画元年のこの

年、最も重要な取組だと思われます。第６期長期総合計画の実行に当たり師岡町長ご自身

が住民と直接対話する機会を設けるなど、住民との協創を継続的に進めるお考えはありま

すか。伺います。 
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○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ４番、相田恵美子議員の一般質問の１問目、町長と住民の懇談

会、顔の見えるまちづくりについてお答えをいたします。 

 議員からのご質問がございましたとおり、第６期長期総合計画の策定に当たっては、こ

れまでも説明しておりますが、住民等との協創を重要なテーマに掲げ、住民参加ワークシ

ョップを開催するとともに、住民をはじめ、関係人口など町と多様に関わりのある方々か

らのご意見を反映して策定した計画であり、計画を実現していく上でも住民との協創によ

り進めていくことが重要と考えております。 

 ご質問の第６期長期総合計画の実行に当たり、町長ご自身が住民と直接対話する機会を

設けるなど住民との競争を継続的に進めるお考えはありますかについてですが、私自身が

住民と直接対話する機会については、町長就任以来、自治会の総会や地域のお祭り、ふれ

あいまつりなどのイベントも含め、様々な場面に顔を出し、積極的に住民皆様との対話に

努め、小さな声でも聞き逃さない姿勢で職務に取り組んでまいりました。これは小さな町

だからこそ直接住民の声を聞くことができ、顔が見えるまちづくりが行えるメリットであ

ると感じております。 

 地域からの声という面では、毎年５月、８月及び 12 月に開催しております自治委員会

議において、地域の代表である自治会長の皆様との意見交換を行っており、また、各分野

で作成している各種計画の策定においても計画策定委員会の中に住民委員を選任するなど、

地域や住民皆様からのご意見、ご提案を伺いながら事業を進めております。 

 このように現状、住民皆様の声を町政に反映させる仕組みが整えられていると考えてお

りますので、長期総合計画の実行に当たり、新たに懇談会を設ける予定は今のところござ

いませんが、計画における町の将来像を実現していく上で住民との協創は欠かすことので

きないものと考えております。 

 過去には町政報告会を実施しておりますが、引き続き様々な機会を通じて地域や住民皆

様の町政に対する声を聞き、しっかりと受け止め、まちづくりを進めてまいります。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○４番（相田恵美子君） ご答弁分かりました。 

 ２点再質問させていただきます。 

 懇談会は開く予定はないということでご答弁いただきました。町長、本当に様々な場面

に顔を出されていて、お忙しい中にも住民の声を聞いていただけるということで、大変そ
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れはすばらしいことだと思っております。 

 しかしながら、奥多摩町では少子高齢化や人口減少が進んでおります。住民自治の重要

性がますます高まっているかと思います。持続可能なまちづくりには、行政による公助だ

けでなく、住民一人一人が主体的に関わる共助や自助の力が不可欠だと思います。そのた

めには、もう町長はされていますけれども、町民の皆様の声を丁寧に聞き、町政に反映さ

せる仕組み、すなわち住民対話の仕組みが必要かと考えます。 

 お隣の檜原村さんでは、村民対話集会が年に複数回行われております。住民の生の声を

行政サービスに迅速に反映させることに成功していると伺っております。住民と村長・職

員が直接膝を突き合わせることで信頼関係の構築が繋がっているとも聞いております。 

 様々なことがあり、町長もお忙しいかなと思いますけれども、今回、第６期長計では協

創ということを重要視され、そういう観点からも町長の協創ということに対するイメージ

を改めて再質問させていただきます。 

 ２点目でございます。住民とのツールの一つである町長への手紙がございますけれども、

町長へ直接、住民の意見を伝えるというそのツールの一つでもありますけれども、町長へ

の手紙の対応はどのようにされていますか。 

 以上２点です。よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

○町長（師岡 伸公君） それでは、１点目の質問について私のほうで答えをさせていた

だきます。 

 改めての開催は今のところないというだけで、これから様々なテーマができてきたとき

にはしっかりと計画をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それとやはりコロナ明けは、できるだけ私もいろんな現場に足を運んで住民皆様の意見

を聞くように努めております。 

 例えば今も榊原先生がやっているヘルシー体操ですとか、それからオレンジカフェなん

か行きますと、いろんなご意見が出てまいりますね。その場で、本当に素直なと言ったら

失礼ですけど、ストレートな意見を聞かせていただくことができるんで、それが全て住民

のいろんな意識と共通しているかというとそうではない部分もありますが、それも一つの

ご意見として承っています。 

 それから、会場の設定をしてやるということは、相当なある程度のテーマがないとお声

がかけられないということもありますので、以前、町政報告会をやったときに、ふだん親

しく話していろんな提言をしていただける方に来ていただけるのかなと思うと、意外と来
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ていただけなかったり、そういうこともあって、その設定の時期と、もちろん会場もそう

ですけど、以前は氷川と古里でやったんですけれども、それと内容については少し精査し

ないと、なかなか会場を変えてやることの難しさを今感じておりますので、その辺も少し

勉強させてください。 

 先日のふれあいでもそうですけれども、一通り回ると、相当いろんな方とお話しできて、

まさしく生の声を拝受することができて、先程申し上げたように全てが共通の意見ではあ

りませんけれども、その一つ一つにいろんな意味があると思いますので、それをしっかり

と受け止めてまいりたいというふうに思います。答えになっていますかね。 

 そんなことでしっかりと向き合ってまいりますので、また今後そういう共通のテーマが

あればしっかりやりたいと思いますけども、先程榎戸議員の答弁にもありましたように、

いろんな協議会があって、専門的な視野でやっていただける会があるんで、それとは別の

形で私はやっていかなきゃいけないと思うんで、そういう方々の会も尊重しなくてはいけ

ませんので、そういう会と直接的な住民の声とどこに接点があるか、その辺も少し考えて

やっていくつもりでおりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ３番、相田議員さんからの再質問の２点目についてお答え

をさせていただきます。 

 内容といたしましては、住民とのツールの一つであるということで、町長の手紙への対

応はということでございます。こちら町長の手紙ですけれども、町に対して住民皆様が考

えていること、感じていることなどを町政に関する要望、意見、提案などを直接町長へお

寄せいただきまして、町民参加による町政を進めるためにということで行っているところ

でございます。 

 この町長への手紙ですけれども、用紙や封筒が役場本庁舎、それから文化会館、子ども

家庭支援センター、それと保健福祉センターに配置してございます。また、町のホームペ

ージにも掲載しておりまして、メールでの受け付けも可能とさせていただいております。 

 それで皆様からちょうだいした意見等に対しての対応でございますけれども、この内容

について町長が直接目を通していただいて、関係する部署と調整の上、必要に応じてご意

見等に対する回答や感想などをお返しするとともに、更なる対応が必要と判断したものに

つきましては、担当部署に指示をするなどしまして丁寧な対応を図っているところでござ

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま
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すか。どうぞ。 

○４番（相田恵美子君） 再々質問２点お願いいたします。 

 先程町長のご答弁の中で、懇談会は今後も開かないわけではなく、はっきりとした、あ

る程度のテーマが出てきたときは開催の方法等を検討していくというお話でした。町長の

おっしゃるある程度のテーマというのはどういうことなのか、漠然でいいので、お聞かせ

いただければと思います。 

 ２点目としまして、町長への手紙の対応についてなんですけれども、私が奥多摩住民に

なった 30 年前、いろんなことがあって、当時、大舘町政でしたけども、私も何回かお手

紙を書かせていただきました。この町長への手紙は、本当に移住したばかりの誰も知り合

いがいない中で、本当に町への提言であるとか、いろいろなことを私も複数回出させてい

ただきましたけれども、きちんとしたお返事を町長の名前でいただいたことでこの町に対

する畏敬の念とか、希望であるとかが持てました。 

 昨年、一昨年と事務報告書を見ますと１件だけなんですけども、私自身が町長に手紙を

書いたときは、役場か文化会館だったか、きちんとした形で町長への手紙ということで分

かるような形であったんですけど、今それが見受けられないのかなと感じております。先

程課長のご答弁にもありましたけど、ホームページにも掲載し、メールでの受付も可能と、

今どきだなと思いましたけど、メールでの受付は実際に代表のアドレスがあるのかどうか

ということを伺いたいと思います。 

 ２件であります。お願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

○町長（師岡 伸公君） 最初のご質問ですけれども、６期長計のダイジェスト版を各家

庭に配らせていただきました。その中で、細部にわたるいろんなご提言、皆さんに相談を

投げかける事項が書いてありますけれども、例えばそういうふうな課題の中で、具体的に

ここの部分、こうしたらいいんじゃないかというふうな意見が周りから私のほうに、役場

のほうに来たときに、これは個々で話し合うテーマではないのかな、やはり全体でもんだ

ほうがいいのかなというふうに考えたときには、そういうものが多分テーマになるのでは

ないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ４番、相田議員さんからの再々質問について答弁申し上げ

ます。 
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 ２点目へということで町長への手紙の部分で、４か所に置いているということで、相田

議員、かつて提出された際には分かるようになっていたというところで、現状はというお

話でございます。役場の本庁と子ども家庭支援センターにもあるんですが、現状かなりい

ろいろな配布物といいますか、周知チラシ、資料も増えておりまして、現状といたしまし

ては窓口のそれぞれの職員が所持しているということでお声かけをいただいた際にお渡し

するというような形を取らせていただいている部分が１点あります。 

 それから保健センター等文化会館につきましては配置できる状況になっているというこ

とですので、目に届くところには置いてあるということなんですが、ここで文化会館のほ

うを確認したところ、ちょうどここで用紙が切れてしまったというお話をいただきました

ので、改めてそこについては補充をさせていただきたいというふうに考えておりますので、

ご理解のほうよろしくお願いいたします。 

 それから、メールの関係でございます。用紙の関係はダウンロードしていただくという

ことも書いてあるんですけれども、場合によったらこれも今後ホームページの中の表示の

仕方というところも工夫していかなければいけないと思うんですけれども、様々な形でご

意見、お問合せもいただく場合もありますので、総務課秘書広報係、ご意見、お問合せと

いう欄があるんですけども、そこを開いていただくと、特にアドレスを入れなくても氏名

とか住所とか、そちら様のメールアドレスを入れていただいて、なおかつこういうことを

聞きたいというふうな内容の問合せフォームもありますので、そういったところの活用で

メールをいただくケースも最近増えている状況でもありますので、そういったところの活

用も場合によったらしていただいたらいいのかなというふうに思っております。基本的に

は代表のアドレスも秘書広報のほうでございますけれども、かつてほかの議員さんからも

ご指摘いただいている中で、非常に情報掲載量が増えてきてしまっているので探しにくい

というところもありますので、今、相田議員さんからもそういったご提言等もいただいて

おりますので、必要な見直しは今後図らせていただきたいなというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員の１問目の質問はこれで終了とします。 

 次に、２問目の質問を許します。 

○４番（相田恵美子君） ２件目の質問をさせていただきます。観光地としての景観保全

について。 

 奥多摩町は、秩父多摩甲斐国立公園に位置する自然豊かな景観が観光の目玉でもあり、

また、町民の誇りでもあります。 
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 しかし、以前より多くの掲示物や宣伝用ののぼり旗、看板などが町の至るところに設置

され、中には破れたり、長年そのまま放置されているものも見受けられ、不快を感じてい

る住民も少なくありません。観光立町として標榜している当町にとって景観や安全への配

慮は重要であります。 

 奥多摩町第２次環境基本計画、環境の将来像５においても「環境保全活動の目標」と明

記されており、環境について考え行動することの大切さがうたわれております。 

 以下２点ご質問させていただきます。 

 １点目としまして、現在、掲示物やのぼり旗、看板等の設置状況について町としてどの

ような認識をお持ちでしょうか。 

 ２点目といたしまして、町の各所に掲示物等が設置されていることに懸念される声があ

りますが、今後どのような方針や仕組みづくりを検討されますか。 

 以上２点よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ２問目の観光地としての景観保全についてお答えをいたします。 

 １点目の現在、掲示物やのぼり旗、看板等の設置状況について町としてどのような認識

をお持ちでしょうかについてですが、一般的に掲示物やのぼり旗、看板等を設置するには、

東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要であり、奥多摩町内でこれら掲示物の設置を行

う場合には、東京都多摩建築指導事務所に許可申請を行う必要がございます。 

 ただし、国や公共団体が公共的目的をもって表示する広告物等は許可が不要であり、ま

た、自己の氏名、名称、店名、商標、事業、または営業の内容を表示するため、自己の住

所、事業所、営業所、または作業場に表示する広告物等、いわゆる自家用広告物は、許可

申請の適用除外となっております。例えば「大売出し」や「営業中」などの商店や飲食店

などでよく見受けられるのぼり旗などがこれに該当いたします。 

 一方、街頭演説等で一時的に使用されるのぼり旗などは、設置者の直接的な管理下にあ

るものであるため、屋外広告物に該当しないものとされています。 

 したがいまして、これら以外の許可等が必要な看板などは、設置者が屋外広告業者など

を通じて多摩建築指導事務所に設置申請し、許可を得ているものと思われます。 

 また、道路上に掲出する場合には、道路法に基づく道路占用許可と道路交通法に基づく

道路使用許可が必要となりますので、併せてこれらの許可も得ているものと思われます。 

 ２点目の町の各所に掲示物等が設置されていることに懸念される声がありますが、今後
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どのような方針や仕組みづくりを検討されますかについてですが、看板やのぼり旗を設置

する個人や事業者皆様の多くの方が掲示物等を適切に管理され、景観に配慮していただい

ているものと思いますが、議員がおっしゃいました、中には破れたり、長年そのまま放置

されているものも見受けられ、不快に感じている住民も少なくありませんとのことですの

で、広報おくたまなどを通じて、のぼり旗などの適切な管理の促しや景観に配慮した看板

の設置についてお願いをしてまいります。 

 更に、東京都においては、屋外広告物条例やこの条例に基づく「屋外広告物のしおり」

が作成され、町の良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点

から適切に規制されておりますので、町として新たな仕組みづくりは検討しておりません

が、庁内に設置しているのぼり旗や看板につきましては、奥多摩町の景観に配慮すること

や適切に管理していただくよう周知に努めてまいりますので、ご理解をいただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○４番（相田恵美子君） ご答弁分かりました。 

 ２点目について再質問させていただきます。秩父多摩甲斐国立公園でもある奥多摩の雄

大な自然を求めて多くの方が来町されます。ご答弁では掲示物等、適正に管理、景観に配

慮されているものといただきました。駅前等に貼られた政党ポスター等について景観を損

なうのではないかというご意見をいただいております。奥多摩町を訪れ、最初に目にする

のが政党ポスターの数々、しかもその中には何年も貼りっ放し、また、破れてしまってい

るポスター等もあり、明らかに景観を損なう状況であります。 

 個人宅の塀等ということで規制はできないかと思われますが、周知に努めるというご答

弁でございましたので、どのように取り組まれるのかということと観光立町を標榜する奥

多摩町にとっては、景観に対する住民への啓発も必要ではないかと思います。奥多摩の自

然を守るための具体的な原則や責任について定めている奥多摩町環境基本条例の第５条、

町民の責務、町民はその日常生活に伴う環境への負荷の低減及び自然環境の適正な保全に

努めなければならないとあります。それについて周知に努めるということをどのように住

民に啓発されるのかということを再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 環境担当主幹。 

○環境担当主幹（坂本 秀一君） ４番、相田議員の再質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるように、政党ポスターも含めました様々なポスターなど確かに貼りっ放

しだったり、破れたりなども見受けられるところがございます。 
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 ただ一方、奥多摩病院手前の西東京バスの笹平橋というバス停近くの交差点の壁面など

ですが、以前は各政党のポスターなど多く見受けられて、景観的にどうかなというような

点もございましたが、関係者皆様のお力によると思われますが、現在はポスターの掲出は

なくなっております。このように関係者皆様のご努力による改善もございます。 

 ですので、町としましては、町長の答弁でも申し上げましたが、まずは広報おくたまな

どを通じて適正な管理と景観に配慮の周知を行いたいと考えております。 

 ただし、景観を損なうようなポスター等の掲示物に対するご意見などのお声が町に届い

た際には、管理する方にそのようなご意見などがあること、また、景観に配慮していただ

ければというような趣旨のお願いはできるかと思っておりますので、どうかご理解をお願

いいたします。 

 以上になります。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。どうぞ。 

○４番（相田恵美子君） ご答弁分かりました。広報等で周知していくということであり

ますが、なかなか周知されないのが現状だと思われます。 

 例えば奥多摩でまちづくり委員会とかございますけど、すてきなポスターとかつくって

いらっしゃいますけど、そういう委員会に投げかけるというか、委員会の中で具体的なこ

とを話し合っていただくとか、例えば環境条例に向けて審議していただくとか、そういう

ことはお考えにならないのかということを再々質問させていただきます。 

○議長（澤本 幹男君） 環境担当主幹。 

○環境担当主幹（坂本 秀一君） ４番、相田議員の再々質問にお答えします。 

 環境審議会等に諮問できないかというところでございますが、今現在、ポスターに対す

る住民からのお声がたくさん町に届いている状況ではないので、まずは先程も申し上げま

したように、広報等で住民皆様に周知して、その後の段階で、もしそのようなお声が非常

にあるようでしたら、環境審議会等に諮るようなこともできるのかなと考えておりますの

で、お願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 相田議員の質問はこれで終了とします。 

○４番（相田恵美子君） 終わります。ありがとうございました。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、４番、相田恵美子議員の一般質問は終わります。 

 次に、８番、宮野亨議員から１問の通告を受理しております。質問を許します。８番、

宮野亨議員。 
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〔８番 宮野  亨君 登壇〕 

○８番（宮野  亨君） 宮野でございます。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。戸籍への振り仮名公証に伴う町

の対応状況について。 

 改正戸籍法の施行により本年５月 26 日に戸籍の氏名への振り仮名が公証される新制度

がスタートしました。これにより行政手続や金融機関での本人確認の円滑化、そして、当

事者にとっての利便性向上に繋がる重要な一歩であり、住民生活に直結する事項であるた

め、本町における対応状況を明確にする必要があります。 

 そこで、法改正への町への対応状況について以下の点を質問し、町のご所見を伺います。 

 １、戸籍の振り仮名記載に関するシステム改修や町本籍人に対する仮の振り仮名通知な

どこれまでの対応状況は。 

 ２、振り仮名の市区町村長職権記載の準備状況は。 

 ２つお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ８番、宮野亨議員の一般質問、戸籍への振り仮名公証に伴う町

の対応状況についてお答えいたします。 

 はじめに、戸籍の振り仮名公証については、議員ご質問のとおり、令和７年５月 26 日

の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。これま

で戸籍には氏名の漢字のみ記載され、氏名の正しい読み方を公的に証明する手段がありま

せんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることで、行政サービ

スのデジタル化が進み、本人確認の手続がスムーズになるなどの効果が期待されます。 

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れは、本籍のある市区町村から住民基本台

帳の情報を参考につくられた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が送付され、

必要に応じて氏や名の振り仮名の届出をしていただきます。 

 また、改正法の施行日から１年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長の

職権で通知した氏名の振り仮名が記載され、公証されるとともに、順次、住民基本台帳に

も反映される流れになります。 

 ご質問の１点目、戸籍への振り仮名記載に関するシステム改修や町本籍人に対する仮の

振り仮名通知など、これまでの対応状況はについてですが、町では改正法施行の施行に先

立ち、令和６年度に戸籍に振り仮名を記載するための機能及び戸籍の振り仮名通知出力機
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能を構築するための戸籍システムの改修を行うとともに、町本籍人に対し通知した「戸籍

に記載する予定の振り仮名」は、住民基本台帳で便宜上使われている振り仮名を使用する

ため、その振り仮名を戸籍システムに反映させる前の準備として、町の住民基本台帳の拗

音や促音などの修正を 201 件行い、更に住民基本台帳ネットワークから全本籍人の仮の振

り仮名を町の戸籍システムに取り込む作業を行い、戸籍システムにおいても 126 件の修正

を行いました。 

 改正戸籍法施行日である本年５月 26 日時点での町の本籍数は 3,223、本籍人口は 7,001

人で、その後、お亡くなりになられた方などを除いて８月８日付で本籍数 3,220、本籍人

口 6,988 人に対し、戸籍ごと、住所ごとに戸籍に記載する予定の振り仮名を特定記録郵便

による圧着はがきで 3,912 通送付いたしました。 

 この通知に関する住民への周知といたしましては、事前に広報おくたま、町ホームペー

ジにおいて制度周知や法務省設置のコールセンターの案内も併せて掲載をいたしました。

また、通知自体にもコールセンターの案内を記載いたしましたので、そのかいあってから

これまで 10数件の問合せはあるものの、混乱するような状況には至っておりません。 

 11 月末日時点での届出の状況は、窓口での届出が 14 件、オンラインでの届出が 26 件、

計 40 件となっております。そのほとんどの届け出が通知に記載されたとおりの振り仮名

となっておりましたが、２件変更したい理由での届出もありました。いずれも審査した結

果、届出の内容どおりで戸籍に振り仮名が公証され、その内容で住民基本台帳にも反映さ

れています。 

 ２点目の振り仮名の市区町村長職権記載の準備状況はについてですが、振り仮名の市区

町村長職権記載は、改正戸籍法施行日から１年以内の令和８年５月 25 日までに振り仮名

の届出がない場合、町から通知した戸籍に記載する予定の振り仮名が戸籍に記載されるこ

ととなりますが、その準備といたしまして今年度、戸籍の振り仮名を職権記載するための

機能を構築するため、戸籍システムの改修を行い、令和８年５月 26 日以降、市区町村長

の職権記載により一斉に全国の市区町村の戸籍に振り仮名が公証されることになります。 

 また、順次、住民基本台帳にも反映させる必要がありますが、一度に多くの件数を反映

させる方法などについては、現時点では国から示されておりませんので、詳細が分かり次

第適切に対応してまいります。 

 いずれにいたしましても戸籍事務は、日本国民の身分関係を登録し、公証を目的とする

ものであり、住民基本台帳事務は、住民の基本となるべき情報を登録し、管理するもので、

住民生活に直結する事項でありますので、適正な事務に取り組んでまいりますので、ご理
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解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 宮野議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○８番（宮野  亨君） お願いします。戸籍事務は、本来国が果たすべき役割に関する

ものであるが、国民生活と密接な関係があり、市区町村の行政の基礎資料、住民の方がい

ないと役場が成り立たない、基礎資料となっていることから、法定受託事務として市区町

村が事務処理をしています。 

 そのような中、町職員は、戸籍事務が重要な身分関係、出生届、結婚届、死亡届等を明

らかにするものなので、間違いは絶対に許されない。そういうふうなプレッシャーを抱え

ながら、来庁者に日々対応していると思います。担当している方にこの場を借りてお礼を

申し上げたいと思います。 

 それと、正面の自動ドアが開くとピンポンとチャイムが、前の選挙あたりからですか、

鳴っています。チャイムが鳴るとすぐに声をかけてくれます。「こんにちは」「おはよう

ございます」と迎え言葉に好印象で気持ちが良いです。この場を借りて感謝を申し上げま

す。 

 再質問としては２点お願いいたします。 

 １問目、11 月末時点での届出が 40 件、そのうち２件が通知に記載された振り仮名を変

更したい理由での届出、いずれも届出の内容どおり戸籍に公証されたことだが、差し支え

ない程度でその変更した内容をお聞かせください。 

 もう一つは、市区町村長の職権記載により戸籍に振り仮名が公証された場合、その後、

変更は可能なのか伺います。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 住民課長。 

○住民課長（岡部 優一君） ８番、宮野議員のご質問にお答えいたします。 

 まずご質問の１点目でございます２件の変更した理由での届出の内容でございます。こ

ちらにつきましては、いずれも名の届出によるものでございます。そのうち１件ですけれ

ど、拗音の修正ということになります。具体的に申し上げますと、先程町長の答弁でもご

ざいますように、町では住民基本台帳の修正ということで、例えばなんですが、振り仮名

が「じゆうみんかちよう」とあった場合には「じゅうみんかちょう」というように拗音で

ございます「ゃゅょ」があった場合に明らかな場合につきましては、そちらの大きい字の

「やゆよ」につきまして小さい字の「ゃゅょ」などと一人ずつ確認した上で修正してござ

います。 
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 更に町本籍人につきましては、町民以外の方もいらっしゃいますので、その方も含めた

情報を住民基本台帳のネットワークから戸籍システムに取り込むようになるんですけれど、

その取り込んだ後も戸籍システムにおいても同様の修正を行ってございます。そのため間

違っているので変更したいというような理由での届出を極力しなくて済ように対応したと

ころでございます。 

 今回の方につきましては町民の方なんですけれど、本籍地につきましては他の市区町村

となっておりまして、町では、この住民基本台帳は修正をさせていただいたんですけれど、

最終的に本地籍地の市区町村からの通知は、この修正前のものとなってございました。そ

のためこの方につきましては、それを変更したいという理由での届出でございました。 

 これは国のほうで市区町村ごとに住民基本台帳ネットワークから取組時期等につきまし

て、この時期にしなさいというような定めがしてございまして、住民基本台帳を修正して

も市区町村によっては既に取り込み時期が過ぎてしまっているなど、また、その対応期間

も非常にタイトでございましたので、市区町村によっては本籍人の人数も多くて、戸籍シ

ステムによる修正はとてもではないけれど、行えないというような場合もあるようでござ

います。 

 もう一件は、通知した振り仮名と実際使用している振り仮名が似ているものの相違して

いるため変更したいという届出でございました。こちらにつきましては実名でご説明して

しまいますと、ご本人が特定されてしまうおそれがありますので、恐れ入りますが、宮野

議員のお名前を拝借させていただきましてご説明させていただければと思います。宮野議

員の氏名は「みやのとおる」様で、町からの振り仮名の通知においても「みやのとおる」

様で通知をさせていただいているかと思います。この場合は、ご自身の思っているものと

通知が同じでございますので、特に届出の必要はございません。一方、今回の方の場合な

んですけれど、町からの通知が「とおる」様ではなく「とうる」様になっているため、

「とうる」から「とおる」に、「う」から「お」に変更したいという届出の内容でござい

ました。その際にご本人からお話をお伺いしたところ、学校に上がった頃から使用してい

る平仮名の字、そちらにつきましても「とおる」ということで、また、預金口座の名義で

使用している名も「とおる」ということで確認ができましたので、届出の内容どおりで戸

籍に振り仮名が公証されたものでございます。 

 ご質問の２点目でございます市区町村長の職権記載により戸籍に振り仮名が公証された

場合、その後の変更はできるかどうかというご質問かと思います。この場合につきまして

は、１回限りご本人の届出によりまして振り仮名を変更することができます。ただしとい
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うことなんですが、振り仮名を一回届出を行った後につきましてまた再度変更したいとい

うような場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。 

 以上でございます。 

○町長（師岡 伸公君） 宮野議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

○８番（宮野  亨君） これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、８番、宮野亨議員の一般質問は終わります。 

 お諮りします。会議の途中でありますが、ここで暫時休憩にしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、午後１時から再開とします。 

午後０時 04分休憩 

午後１時 00 分再開 

○議長（澤本 幹男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、２番、伊藤英人議員から２問の通告を受理しております。質問を許します。２番、

伊藤英人議員。 

〔２番 伊藤 英人君 登壇〕 

○２番（伊藤 英人君） ２番、伊藤です。 

 それでは、１問目伺わせていただきます。自治会の防犯カメラに補助を。 

 奥多摩町では、犯罪のない安全・安心まちづくり条例をつくり、自主的な防犯活動の支

援などを推進しています。本年は、家庭用防犯カメラ等購入緊急補助金の交付を行ってお

りますが、社会情勢の変化や町の人口減少等を考慮すると、更なる積極的な防犯設備の整

備が必要と考えます。 

 以下、伺います。 

 ①自治会や商店街等の防犯カメラ設置やその電気料金等に対する補助制度の導入につい

て町の考えはいかがでしょうか。 

 ②長期総合計画の将来像であるセーフティなまちづくり実現に向け、モデル地区を設定

し、防犯力の強化や見守り活動を推進する取組を行い、その成果を基に段階的に全町へ展

開することはできないものでしょうか。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 
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〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ２番、伊藤英人議員の一般質問の１問目、自治会の防犯カメラ

に補助をについてお答えをいたします。 

 １点目の自治会や商店街等の防犯カメラ設置や、その電気料金等に対する補助制度導入

について町の考えはについてですが、今年度新たに発足した東京都都民安全総合対策本部

では、地域における見守り活動支援事業の個別事業として、防犯設備補助事業では自治会

等を実施主体に、防犯設備の整備に対する区市町村補助事業では商店街等を実施主体とし

て、いずれも防犯カメラ等の設置費用及び維持管理や運用に要する経費の補助を行ってお

ります。 

 自治会等がこれらの事業を活用する際には、区市町村が東京都と同様の補助金制度を設

けていることが前提となっております。 

 事業の概要ですが、最初に、自治会等が実施主体となる防犯設備補助事業では、都が４

分の３、区市町村が 24分の５、そして、地域団体が 24分の１、約４％に当たりますが、

その負担割合とされており、都補助限度額は１地域当たり単独実施の場合 450万円、連携

事業の場合 675万円とされております。 

 補助要件といたしましては、安全・安心まちづくり推進地区内で実施する事業であるこ

と、地域での見守り活動を月１回以上継続して行うこと、５年間継続して防犯に関する地

域活動を実施することなどがあり、防犯カメラ等は、不特定多数の人が通行する公道上に

おける防犯対策を目的とするものとされております。 

 次に、商店街等が実施主体となる防犯設備の整備に対する区市町村補助事業では、都が

12 分の７、区市町村が３分の１、そして、地域団体が 12 分の１、約８％の負担割合とさ

れ、都補助限度額は 525万円とされております。 

 補助要件といたしましては、防犯設備を整備する地域において住民の合意形成がなされ

ていること、防犯カメラの整備を含む事業に当たっては、当該防犯カメラの設置目的や運

用方法についての基準が定められていること、防犯設備を占用許可等が必要な箇所に設置

する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること、整備後の防犯活動が継続的に行わ

れることなどが定められております。 

 また、維持管理や運用に要する経費の補助に関しては、保守点検、修繕、移設の各経費

及び電気料金などが対象とされ、導入時の補助メニュー等により、それぞれ負担割合や補

助対象限度額が定められております。 

 以上の各補助金制度について現在、町では同様の制度を設けておりませんが、議員から
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もご説明がありましたように、今年度新たに家庭用防犯カメラ等購入緊急補助事事業をは

じめたところであり、当該事業の活用により各ご家庭における防犯対策が進みはじめてい

る状況にあります。 

 また、町における集落等は広域で点在しており、自治会、或いは商店街等が実施主体と

して防犯カメラ等の設置をする場合、各種補助要件への適合、設置後の見守りや防犯活動

及び維持管理負担などを考慮すると補助制度の導入は難しいものと考えます。 

 次に、２点目の長期総合計画の将来像であるセーフティなまちづくり実現に向け、モデ

ル地区を設定し、防犯力の強化や見守り活動を推進する取組を行い、その成果を基に段階

的に全町へ展開することはできないかについてですが、先程ご答弁いたしましたように、

町の地域特性上、各自治会等の実情は異なっており、仮にモデル地区を設定しても他の地

域にそのまま適用できるとは考えにくく、今年度から家庭用防犯カメラ等購入緊急補助事

業を導入している状況を鑑みますと、町の場合、新たな補助金制度の導入効果は余り表れ

ないのではないかと想定いたします。このため段階的な全町展開も難しいものと考えます。 

 なお、町では町内の国道や都道の交差点等５か所に防犯カメラを設置しており、必要に

応じて警察等と連絡を図り、情報提供をしております。 

 町としては、奥多摩町犯罪のない安全・安心まちづくり条例にもあるとおり、犯罪防止

について町、町民、事業者及び関係機関等と連携・協力し、安全で安心して暮らせるまち

づくりに努めてまいります。 

○議長（澤本 幹男君） 伊藤議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○２番（伊藤 英人君） ありがとうございました。長期総合計画では、将来像のセーフ

ティなまちづくりの中では取組例として地域での見守り活動の充実とあります。答弁にあ

るように、安全・安心まちづくり推進地区の策定や地域での見守り活動、防犯活動の継続

的な実施などの東京都の補助要件の実現というのは、町の将来像ととても合致したものと

考えられますので、今後も引き続き、町民や事業者との連携、推進していただきたいと思

います。 

 再質問として伺いたいことがありまして、防犯カメラについては了解いたしましたが、

１つ目として、長期総合計画での見守りや防犯に関わるセーフティなまちづくりという将

来像の実現に向けて、今後町が取り組む具体的な施策や事業について計画があれば教えて

ください。 

 次に、現在、町が取り組んでおります家庭用防犯カメラ等購入緊急補助金についてです

が、現在までの交付実績と来年度、令和８年度以降の実施予定について確認したいと思い
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ますので、教えてください。 

 以上２点ほど再質問させていただきます。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ２番、伊藤議員さんからの再質問にお答えいたします。 

 ２点ございました。１点目が長期総合計画での見守りや防犯に関わるセーフティなまち

づくりという将来像の実現に向けてということで、今後、町が取り組む施策や事業の計画

があればという質問がまず１点目でございます。こちらにつきましては基本的には現在町

で設置している防犯カメラの活用や、また、高齢者等で必要とされる方に配布をしており

ます自動通話の録音装置というのがあるんですけども、こちらの活用も引き続き図ってい

きたいと思います。 

 また、広報やイベント時ということで、例えば８月の花火大会のときの駅周辺での啓発

とか、また 10 月のふれあいまつりのときにも自治会の連合会さん、それから青梅警察防

犯協会さんと連携してチラシや啓発用のティッシュなんかも配ったりをしております。そ

ういったものを通じて防犯に関する啓発など関係機関と連携して継続的に行っていきたい

と考えております。またこれまでにも住民の皆さんからお寄せいただいた、今は割と少な

くなっているんですけども、詐欺電話の情報も寄せられることがありまして、その際には

臨時で町の防災行政無線放送で注意喚起をこれまでも行っておりますので、そういった対

応もこれからもしてまいりたいというふうに考えております。 

 また、議員さんからありました東京都などの補助制度や新たな防犯対策等にも注視しま

して、町の実情に合ったものであれば活用について研究させていただきたいと考えており

ます。 

 それから、再質問の２点目でございます。今年から町のほうで東京都の補助事業を活用

しての家庭用防犯カメラ等購入緊急補助金制度、こちらを使っているわけでございますけ

れども、まずその交付実績という質問でございます。７月にスタートさせていただいて、

11 月末までというところの集計でございますけれども、29 件で 45万円というような申請

状況となっております。月によってばらつきはございますけれども、６件から７件程度の

推移というところで、割とコンスタントに地域も各地域から申請のほうをいただいている

という状況でございます。 

 それから、来年度以降の実施の予定に関してでございますけれども、前提としては東京

都がこの補助事業を継続するかというところはあるんですけども、情報の中では続くとい

うようなこともありますので、町といたしましても現在、令和８年度の当初予算の要求の
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中で予算化できますように財政サイドと協議をしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 伊藤議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。どうぞ。 

○２番（伊藤 英人君） ありがとうございます。繰り返しになりますけれども、補助率

も補助上限額も、今回の家庭用防犯カメラ等購入緊急補助事業よりも更に多いという都の

事業もありますので、補助要件の適合を目指して引き続き研究をお願いしたいと思います。

質問という形ではありませんので、回答は不要です。 

 以上で、１問目を終了したいと思います。 

○議長（澤本 幹男君） 次に、２問目の質問を許します。 

○２番（伊藤 英人君） ２問目として、ワサビ田整備の推進を。 

 ワサビは町の特産物、観光資源であり、ワサビ田は防災・減災機能を持つグリーンイン

フラでもあります。奥多摩ワサビは東京都や町の貴重な財産であり、その普及・継承のた

め、現状でも多くの支援制度があります。しかしながら、急峻な地形を利用してつくられ

るため、ワサビ田の整備・造成は大変な労力がかかり、耕作放棄の要因ともなっておりま

す。 

 東京都には遊休農地等を再生利用するための制度や土地改良し農地を造成するための制

度があります。これらの制度を活用し、ワサビ田の整備を推進することは、奥多摩ワサビ

の普及・継承、また、都や町の資源の保全に資するものと考えます。 

 以下、伺います。 

 奥多摩ワサビの更なる振興のため、ワサビ田の整備を促進する補助制度が必要と考えま

すが、町の考えはいかがでしょうか。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ２問目のワサビ田整備の推進をについてお答えをいたします。 

 ご質問の奥多摩ワサビの更なる振興のため、ワサビ田の整備を促進する補助制度が必要

と考える、町の考えはについてですが、新たな事業の実施に当たっては財源確保が必要と

なり、当町のような財源が乏しい小規模自治体では、事業を継続して実施するためには国、

または東京都の補助事業の活用が必要不可欠であります。 

 ワサビ田整備の新たな造成に対しては、国・農林水産省所管の農業基盤整備資金制度等

がありますが、当町の急峻な地形を鑑みますと、過去にワサビ栽培が行われていない沢に
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おいてワサビ田の新たな造成は難しいものと考えます。 

 その一方、直近では町内のワサビ田においても令和元年 10 月の台風 19 号災害を受ける

中、被災後の現地調査及びワサビ農家への意向調査の結果、大きな被害はないものの、栽

培を放棄したワサビ田が 39 か所あり、それらのワサビ田の活用は検討課題であります。 

 現在、当町におけるワサビ栽培の振興につきましては、後継者の育成及び栽培技術の伝

承のため、平成 14 年度から実施している奥多摩わさび塾、耕作者の増加と耕作意欲の向

上を図ることを目的として令和３年度から実施しているワサビ苗購入費補助事業のほか、

東京都の補助事業を活用したワサビ田防護ネット整備事業及びワサビ田用モノレール設置

事業を実施しているところであります。 

 一方、東京都の補助事業である産業労働局所管の小規模土地改良事業を活用して、現在

栽培が放棄されているワサビ田を対象に農地開発事業としての実施が考えられるところで

ありますが、東京都の全額補助ではないことから、事業費に対する町負担分の 25％の財

源が必要となります。 

 ワサビ栽培振興の所管である観光産業課においては、今年度からスタートした町の第６

期長期総合計画におけるコンセプト「活性化」の将来像「賑わう・満ちる・巡るまちづく

り」に掲げる施策の方向性、「観光資源の活用」の実現に向けて、取組例として示したワ

サビ等の特産物の活用について、その具体的な事業展開に向け、第６期長期総合計画にひ

もづく個別計画として令和８年度に農業、林業、観光等を含んだ産業振興計画の策定を予

定しております。 

 その計画を策定する中で、議員ご提言のワサビ田整備の推進に係る補助制度について継

続的な財源確保も含め、中・長期的な視点で研究してまいりますので、ご理解をお願いい

たします。 

○議長（澤本 幹男君） 伊藤議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○２番（伊藤 英人君） ありがとうございます。現在のわさび塾を見てみますと、ワサ

ビ田を持たない移住者の方たちの受講が主体となっておりまして、栽培者を増やして奥多

摩ワサビを振興するというためには使用可能なワサビ田の確保が欠かせない状況にあると

思います。今後、ワサビ田の整備は喫緊の課題として取り組んでいただければと思います。 

 質問という形にはならないかもしれないので、回答があればということで伺いたいとこ

ろなんですけれども、奥多摩ワサビは治助芋とともにＪＡの東京中央会さんというところ

では、江戸東京野菜として認定されているブランドでして、今年は治助芋の料理コンテス

トも行われました。とても注目されているものなのです。町の産業振興計画の策定と合わ
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せて先程は財源のお話がありましたけれども、ワサビ田整備の財源として企業版ふるさと

納税の早期導入に向けて研究を願いたいと考えております。何かその辺でありましたらご

回答をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（澤本 幹男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（杉山 直也君） ２番、伊藤議員からの再質問にお答えをいたします。 

 ワサビ田整備の財源として企業版ふるさと納税の導入が考えられないのかというご質問

だと思います。伊藤議員からは令和７年第３回定例会の一般質問におきまして、企業版ふ

るさと納税の導入についてのご質問をいただいておりまして、そのとき町長からは、今年

度に実施する評価指標の設定とともに、企業版ふるさと納税の導入に向けた検討を進めて

まいりますという答弁をされてございます。そのときの答弁にもございましたとおり、企

業版ふるさと納税の導入については、地域再生計画の認定申請など必要な手続が必要であ

ること、また、先程の答弁にもございましたとおり令和８年度に策定予定の産業振興計画

の内容のほうも踏まえさせていただきながら、ワサビ田整備のほうの産業振興計画の内容

も見ながら企業版ふるさと納税の導入につきましても検討してまいりたいと思っておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 伊藤議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

○２番（伊藤 英人君） ありがとうございました。再々質問としてはありませんので、

以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、２番、伊藤英人議員の一般質問は終わります。 

 次に、３番、森田紀子議員から２問の通告を受理しております。質問を許します。３番、

森田紀子議員。 

〔３番 森田 紀子君 登壇〕 

○３番（森田 紀子君） ３番、森田です。 

 通告に従いまして２問質問させていただきます。 

 まず第１問目、更なる観光の取組について。 

 奥多摩町の観光振興を一層推進するため、町の魅力資源の有効活用と多様な人材の参画

の促進、環境・安全に配慮した持続可能な観光体制の強化について今後の具体的方針につ

いて質問します。 

 ①奥多摩町は、ＮＰＯ法人リーブノートレイスジャパンと連携し、観光ごみ削減や環境
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倫理教育に大きな重点を置いていますが、今後の取組としてアドベンチャーツーリズムガ

イドの養成も含めています。そこで環境保全と観光振興の両立を目指した具体的な施策に

ついて町の考えを伺います。 

 ②アドベンチャーツーリズムガイドの養成について町は今後、どのような体制や計画で

実施していくのかを伺います。 

 ③ＮＰＯ法人リーブノートレイスジャパンの環境倫理やマナーを観光客や町民の皆様に

普及させるため町はどのような方法や体制で取り組むのかを伺います。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ３番、森田紀子議員の一般質問の１問目、さらなる観光の取組

についてお答えをいたします。 

 町とＮＰＯ法人リーブノートレイスジャパンとの連携につきましては、令和７年第２回

町議会定例会の一般質問で、２番、伊藤議員から持続可能な観光立町を目指してのご質問

をいただき、お答えしており、一部内容が重複いたしますが、ご容赦くださいますようお

願い申し上げます。 

 １点目の環境保全と観光振興の両立を目指した具体的な施策について町の考えを伺いま

すについてですが、町では本年５月、ＮＰＯ法人リーブノートレイスジャパンと連携協定

を締結し、同法人の環境倫理教育を通じて観光ごみ削減を推進すべく、今夏のマナーアッ

プ強化キャンペーンにおいて同法人の常任理事、みたけレースラフティングクラブ代表の

柴田大吾氏に事前の打合せ、また、キャンペーン当日も氷川渓谷での啓発活動にご参加い

ただき、連携を図りはじめております。 

 町といたしましては、観光立町の推進において観光客の誘客だけでなく、環境保全と観

光振興の両立を目指す中で、このマナーアップ強化キャンペーンの活動は重要であり、こ

の活動を更に強化するためにリーブノートレイスが掲げる環境に対するインパクトを最小

限にして、アウトドアを楽しむための環境倫理プログラム７原則の実践が必要不可欠であ

ると考えております。 

 その７原則のうち、特に原則１の「事前の計画と準備」では、当町は全域が秩父多摩甲

斐国立公園であり、河原の区域によっては特別地域もあることから、本年４月に一般財団

法人デジタルスマートシティ推進財団と締結した連携協定を活用し、多言語（８言語）の

観光情報サイト・ガイドアの当町専用ページにおいて、まず観光マナーを、その後、町内
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の観光スポットを紹介するページ構成として、当町への観光を計画する段階から当町全域

が国立公園であり、豊かな自然を次世代に継承する必要があること、また、地域住民皆様

の日常生活を守ることも大切であること、それらを十分に認識していただく中で、引き続

き観光マナーの更なる周知啓発を図ってまいります。 

 次に、２点目のアドベンチャーツーリズムガイドの養成について町は今後どのような体

制や計画で実施していくのか伺います及び３点目のリーブノートレイスジャパンの環境倫

理やマナーを観光客・町民に普及させるためには、町はどのような方法や体制で取り組む

のかを伺いますについては、関連がありますので、併せてお答えをいたします。 

 当町とリーブノートレイスジャパンとの連携協定において環境に配慮したアウトドア活

動の促進、地域の環境保全・環境保護及び来訪者に対する環境倫理の啓発について相互に

協力して取り組むものとしておりますが、町独自の取組だけでなく、周辺自治体、特に多

摩川流域として青梅市との連携は重要と考え、同団体参画の下、青梅市を事務局とするＴ

ＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会をあきる野市と当町を含めた２市１町で本年

４月に立ち上げ、東京都市長会の多摩・島しょ広域連携活動助成金を財源として、今年度

から５か年をかけ、ＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム事業の実施を計画しております。 

 この事業の目的として、西多摩地域は秩父多摩甲斐国立公園に指定される豊かな自然、

美しい景観を有する多摩川や秋川などの観光資源を共有しており、これらのフィールドに

おいて環境配慮型のプログラムを開発し、自走可能な仕組みをつくることで持続可能な観

光地づくりを推進することを掲げております。 

 また、この目的に向けた取組として、地元事業者及び住民へのリーブノートレイスの普

及促進、地元事業者認定制度の策定及び推進を図るものとしておりますので、議員ご質問

の環境倫理やマナーの普及及びアドベンチャーツーリズムガイドの養成は、当町単独の体

制ではなく、２市１町で連携し、ＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会の事業と

して今後実施いたします。 

 なお、現時点の同協議会の５か年事業計画におきましては、今年度及び来年度にかけて

地元事業者及び住民へのリーブノートレイスの環境倫理の普及促進、３年目の令和９年度

以降５年目に向けてアドベンチャーツーリズムガイドに係るインストラクターの養成、事

業者認定制度の策定・促進に取り組むものとしており、具体的な事業展開の内容は、同協

議会において今後検討してまいります。 

 一方、観光客に対する観光マナー周知啓発は、２市１町それぞれ取り組んでおりますが、

今後は同じ国立公園内の自治体としてより連携を図りながら展開してまいりますので、ご
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理解くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 森田議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○３番（森田 紀子君） それでは、再質問として２点伺います。 

 まず、あきる野市ではクリーンリバーに参加した家族があきる野市を気に入り、10 家

族以上が定住に繋がった事例もあると聞いています。奥多摩町でも、せっかくＮＰＯ法人

リーブノートレイスジャパンと連携協定を結び、環境倫理教育を通じた観光ごみ削減や、

この夏のマナーアップ強化キャンペーンに取り組んでいるところです。ついてはこのマナ

ーアップ強化キャンペーンについて事前に広くＰＲを行い、町外からも自然が好きな方々

や家族連れなど、積極的に募って一緒に清掃やマナー啓発に参加してもらうことで、将来

的な関係人口、定住促進にも繋がっていくような取組を検討できないか、お考えを伺いま

す。 

 ２点目として、アドベンチャーツーリズムガイドについて、町は今後どのような体制や

計画を実施していくのかについて再質問させていただきます。 

 ＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会の５か年計画の中で、３年目以降にアド

ベンチャーツーリズムガイドに係るインストラクター養成や事業者認定制度を実施してい

くとのことですが、その具体的な事業内容は、今後、協議会で検討する段階にあると伺い

ました。 

 一方で、奥多摩町には既におくたま地域振興財団があり、森林セラピーや各種ツアーを

通じてガイドの養成や受入れのノウハウを蓄積してきています。こうした既存の財団の人

材や仕組みを生かし、将来アドベンチャーツーリズムガイドの養成の実施主体、受皿とし

て位置づけていくことを協議会での事業検討の中で視野に入れているのか、町の考えを伺

います。 

○議長（澤本 幹男君） 観光産業課長。 

○観光産業課長（大串 清文君） ３番、森田議員の再質問にお答えいたします。 

 まず１点目でございます。町長答弁の中、町の観光マナー啓発の中でマナーアップ強化

キャンペーンについて答弁がございましたが、それについて町外から将来的な関係人口、

定住促進にも繋がるという形で、町外から参加いただくことはどうかという形でのご質問

であろうかと存じます。 

 担当課としましては、まずは町内におけるこのマナーアップ強化キャンペーンの体制を

拡充しまして、継続的に実施ができるように体制を整備いたしまして、その後、町外から

の協力体制についてもマナーアップ強化キャンペーンについては、環境省をはじめ東京都
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ビジターセンター等関係機関もございますので、皆様の意見も踏まえながら、町外からの

協力体制について今後検討してまいりたいと考えております。 

 続いて、２点目でございます。アドベンチャーツーリズムガイドのインストラクターの

養成に向けてということで、議員からは町内には既におくたま地域振興財団があるという

ことでご質問をいただいたところでございます。 

 この点についてですけれども、町長答弁のとおり、ＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム

連絡協議会については、奥多摩町のほか、青梅市を事務局とし、あきる野市、２市１町で

立ち上げた協議会でございます。そういった協議会の性格というところと、一方で、おく

たま地域振興財団については、担当課としましてはまずはセラピー事業の更なる推進を図

っていただきたいというふうに考えているところでございますので、現時点ＴＯＫＹＯサ

ステナブルツーリズム連絡協議会において事業検討する中で、担当課としてその協議会に

おいて実施体制としておくたま地域振興財団の提案は現時点で視野に入れてございません

けれども、今後、検討の中で２市１町それぞれでガイドの養成実施主体を検討する場合は、

当町においてはおくたま地域振興財団がその受皿となるものというふうに担当課としては

考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 森田議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。どうぞ。 

○３番（森田 紀子君） 再々質問としてお伺いさせていただきます。 

 先程来ご答弁の中で名前が挙がっていたＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会

なんですけども、私たち議員が昨年神津島に議員視察として行きました。帰りに飛行機が

欠航となりまして、東海汽船の船内において島しょ地域のＰＲ動画がモニターで放送され

ていました。それで、先日もＪＲ社内でさとローグのＰＲ動画を見たことがあるんですけ

ども、いつも見ている奥多摩町が一層すてきに見える動画でした。 

 このＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会の事業のＰＲをＪＲの電車車内、例

えば青梅線、中央線のほか、タワーマンションがたくさんある南武線の武蔵小杉とか、あ

とはたくさん人口がある山手線などで放送できないのかをお伺いします。 

○議長（澤本 幹男君） 観光産業課長。 

○観光産業課長（大串 清文君） ３番、森田議員の再々質問にお答えをいたします。 

 議員からはＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会のＰＲについて、ＪＲの車内、

例えば青梅線、中央線、南武線、山手線で放映できないかと再々質問をいただいたところ
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でございます。ＴＯＫＹＯサステナブルツーリズム連絡協議会の現時点の検討の中で同協

議会のＰＲをどのように行っていくか、具体的な検討はなされていないところでございま

す。 

 一方、現時点で西多摩地域の中では、西多摩広域行政圏協議会、４市３町１村の中の観

光振興分科会の取組で、ＪＲの駅構内でのＰＲイベント等を行っているところでございま

す。 

 議員ご提案の車内のＰＲについては、予算も伴うものでございますので、その分科会の

中で予算が確保できるのか、検討課題という形で所管課長としては認識しておりますので、

ご理解いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） 森田議員の１問目の質問はこれで終了です。 

 次に、２問目の質問を許します。 

○３番（森田 紀子君） それでは２点目、生涯学習内容の充実について質問します。 

 奥多摩町では実施されている生涯学習のうち、英会話教室及び中国語教室の参加人数は

近年伸び悩んでおり、2020 年度以降、英会話で 11 人から 10 人前後、中国語で２人から

５人と低迷しています。教材や指導法が毎年同一で授業内容がマンネリ化していること、

また、周知活動が限定的であることなどが要因と考えられます。税金を用いた事業として

より多くの町民が継続的に学べる環境整備と内容の充実が求められます。 

 ついては以下の点について伺います。 

 ①語学教室の参加者減少について町としてはどのように課題を認識しており、年齢別の

参加状況をどのように把握していますか。 

 ②事業内容や教材のマンネリ化が指摘される中で、これまでに内容の検証や見直しを行

った経緯はありますか。 

 ③今後、町としてどのように学習内容の充実や体験型企画の導入を図り、参加促進に繋

げていく考えがありますか。 

 以上３点お伺いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 教育長。 

〔教育長 野崎喜久美君 登壇〕 

○教育長（野崎喜久美君） ２問目の生涯学習内容の充実についてお答えいたします。 

 現在、町で実施している生涯学習事業のうち、英会話教室は、海外派遣事業の実施に伴

い、平成３年度から、中国語教室につきましては、海外交流事業の実施に伴い、平成 13
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年度から事業を実施しております。 

 ご質問の１点目、語学教室の参加者減少について町としてどのように課題を認識してお

り、年齢別の参加状況をどのように把握しているかについてですが、語学教室の令和７年

度の参加状況につきましては、英会話教室の参加者は合計８名で、年齢構成は 60 代２名、

50代２名、40代１名、小学生３名、中国語教室の参加は合計３名で、年齢構成は 40代１

名、30代１名、小学生１名となっております。 

 各教室の指導内容ですが、英会話教室は小学５・６年生対象の挨拶からはじめる初心者

レベルコース、中学生対象の中学１年生レベルコース、一般は中学生レベルコースと３コ

ースあり、進捗により小学生でも中学１年生レベル、中学生でも一般のコースから受講も

可能となっており、中国語教室は小学生から大人の１コースを設定しております。 

 教材等を変えるなど工夫はしておりますが、レベルは毎年同じくらいに設定しなくては

ならず、英会話教室の参加者は９年目１名、４年目１名、３年目１名、２年目１名、１年

目４名と、個々の参加者に応じたレベルで指導していくことは難しく、中国語教室も同じ

ように、個々のレベルに応じた指導が難しいのが現状であり、５年目１名、３年目２名と

そのレベルに達した方には、毎回レベルアップを図る内容とはならず、継続的に参加され

る方が少ない状況です。 

 また、近年の語学学習におきましては、ＩＣＴの普及により会場に参集してレベルが違

っても全員が同じテキストで学ぶ形ではなく、ＰＣ、タブレット、スマートフォンを利用

し、個々が学びたい学び方を選び、自由に時間や場所を選べるオンラインでの英会話教室

が主流となっていることから、参加者が減少していることと考えております。 

 ご質問の２点目、授業内容や教材のマンネリ化が指摘される中で、これまでに内容の検

証や見直しを行った経緯があるかについてですが、教材につきましては、テキストではな

く、参加者が日常生活の中で必要なコミュニケーションを題材として取り上げ、外国の季

節行事などを中心に資料を作成するなど工夫はいたしておりますが、ご質問の１点目と重

複いたしますが、レベルは毎年同じぐらいに設定しなくてはならず、大幅な内容の見直し

等は行っておりません。 

 また、担当者も英語、中国語が堪能とは言えませんので、内容の検証等は難しい状況で

す。 

 ご質問の３点目、今後、町としてどのように学習内容の充実や体験型企画の導入を図り、

参加促進に繋げていく考えかについてですが、語学教室はコストが安価、自分のレベルで

一対一で話せること、24 時間場所を選ばず学習できる利便性、世界中の講師から学べる
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多様性等の理由からオンライン英会話が主流であり、参集して対面で行う語学教室は近隣

の西多摩地区の生涯学習の部署でも現在は行っておりません。 

 当町でもそのような状況を踏まえ、英語に興味を持ち、継続ができ、楽しみながら学ぶ

ことが最も大切と考えます。そして、学んだ語学を使ってみて通じた喜びも得られる体験

の機会を含め、どのような語学学習を提供できるのか、英会話教室、中国語教室の講師と

ともに研究し、語学教室の充実に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 森田議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○３番（森田 紀子君） 答弁の中で、西多摩では対面式の教室は開いていないというこ

とで、やはり対面式はとても難しいのではないかと思いました。 

 そして、教育長のお話の中で、学んだことを生かして、それを実行できるような教室に

していけたらいいというお話を伺いまして、私、先日、東京都のＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡ

Ｌ ＧＡＴＥＷＡＹ立川に視察に行ってきました。海外をイメージした空港のショッピン

グモールやレストランでの体験型プログラムがありまして、とても効果を実感しました。

参加者が英語が通じた、分かったの成功体験を得て、学習意欲が向上する様子がとても顕

著でした。 

 奥多摩町でも同様に、教室内での学習だけではなく、町外に出て、例えば花の名前を英

語で会話したり、何かイベントを立ち上げて全て英語で行うようなイベントができたり、

そのような形で生涯学習の活性化を図るお考えはございますでしょうか。 

○議長（澤本 幹男君） 教育課長。 

○教育課長（清水 俊雄君） ３番、森田議員さんの再質問にお答えします。 

 英語を体験することとして、教室外や体験イベント等活性化を図る考えはあるかという

ことですが、森田議員さんが体験されましたＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ、

外国人のスタッフで英語のみの会話でコミュニケーションを取るような、俗に英語村とも

言われています。毎年、町のほうでも町の小学５年生、６年生、また中学２年生は体験し

ております。 

 私も見学に行きましたけども、海外のお土産屋とか、映像を映して、そこで実際に外国

人の英語が堪能なスタッフと英会話でやり取りをして体験をするようなもので、子どもた

ちも英語を駆使して通じたところなんかを見ると、かなり皆、楽しそうにやっている姿を

見ております。 

 今後の体験の機会等につきましては、教育長の答弁にもありましたように、語学に興味

を持ち、楽しみながら学び、学んだ語学を使って通じた喜びを得られるような体験の機会
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を含めて、どのような語学学習が提供できるのか、限られた職員で対応していますので、

すぐにとはいきませんけども、研究していきたいと思いますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 森田議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。 

○３番（森田 紀子君） ありがとうございました。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、２番、森田紀子議員の一般質問は終わります。 

 お諮りします。会議の途中でありますが、ここで暫時休憩にしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、午後２時 05 分から再開とし

ます。 

午後１時 52 分休憩 

午後２時 05分再開 

○議長（澤本 幹男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、５番、大澤由香里議員から２問の通告を受理しております。質問を許します。５

番、大澤由香里議員。 

〔５番 大澤由香里君 登壇〕 

○５番（大澤由香里君） ５番、大澤です。 

 通告に従いまして２問質問させていただきます。 

 まず１問目、奥多摩型ホスピスの導入について質問いたします。 

 ホスピスとは、人生の最終段階を迎えた患者さんとその家族が身体的・精神的・社会的

な苦痛を和らげながら穏やかに過ごせるように支援する施設やプログラムのことを言いま

す。ホスピスには主にホスピス型住宅と緩和ケア病棟の２つがありますが、奥多摩町では

現在どちらも存在しません。 

 一般にホスピスは、がんやエイズの末期にある人を対象としていますが、奥多摩町では、

少子高齢化の急速な進行により、がんに限らず、あらゆる病や障害を持って生きていく上

で困難に直面している人とその家族、また、ひとり暮らしで家族のいない人、家族と疎遠

になっている人も対象としてケアする必要性が高まっています。 

 がんになっても、認知症であっても、障害があっても、ひとり暮らしであっても、住み

慣れた地域で最期まで安心して暮らすことは多くの町民の願いです。そうした願いに応え
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る奥多摩型ホスピスの導入について伺います。 

 １、大抵の病院には患者さんや患者さんの家族からの声を聞き、入院中の心配事や退院

後の生活などについて相談でき、コーディネートしてもらえる相談室がありますが、奥多

摩病院での相談窓口はどうなっているでしょうか。 

 ２、認知症の方にがんが発症した場合、本人、家族の意向で積極的な治療をしないとし

た場合、病院からは退院になります。グループホームハッピーメイク白寿は認知症で要介

護度や年齢に制限があります。特別養護老人ホームなどの介護施設は、がんや重篤な病気

があると受入れが難しくなります。一方、家で死にたいと願ってもひとり暮らしだったり、

家族の介護力が弱い場合、自宅に帰ることができません。そうした行き場がなくなった人

たちの受皿として奥多摩病院にホスピス（緩和ケア病床）を導入することについて見解を

お聞かせください。 

 ３、空家などを活用したホスピスを３Ｃ補助金を活用して導入することについての見解

をお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 師岡町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） ５番、大澤由香里議員の一般質問の１問目、奥多摩型ホスピス

の導入についてお答えをいたします。 

 １点目の患者さんの声を受け止める相談窓口はどうなっているのかについてですが、奥

多摩病院では、入院時における患者さんの相談窓口は看護師長の役割となっていますが、

入院患者さんに対しては、個々に病棟看護師を担当とし、看護師長の判断で担当者を決め

ております。入院から退院までは医師、担当看護師が中心となり、必要に応じてケアマネ、

地域包括支援センターとも連携を取り、家族と自宅、施設、訪問看護の導入について退院

等の相談や調整を行っております。 

 また、看護師長は、担当看護師が夜勤等で日中不在時の相談対応及び入院患者さん全体

の把握と各看護師へ退院調整の指示を行い、円滑に調整が進むよう努めております。 

 なお、外来については総合診療科を標榜し、様々な病気にお悩みの患者さんの相談に外

来担当の医師、看護師が適時対応をしております。 

 ２点目の奥多摩病院にホスピス（緩和ケア病床）を導入することについての見解はです

が、奥多摩病院で緩和ケア病床を導入するためには、厚生労働大臣が定めた医療機関の機

能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の施設基準を満たしていることが必要となり

ます。施設基準は細部にわたり設けられていますが、その中で特に患者家族の控室、患者



－46－ 

 

専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること、主として悪性腫瘍の

患者、または後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟

の病棟単位で行うものであることがございます。それらの施設基準を満たすためには２階

の病棟を改修するための多額の費用が必要となり、また、控室等を設置する場所がないた

め、病床数を減らして設置することになります。 

 併せて緩和ケアを病棟単位で行うのは、現在の看護体制とは別に看護体制を敷かなけれ

ばならないため、看護師不足の中、看護師を増員することも難しく困難と考えております

が、奥多摩病院では訪問診療、訪問看護、緩和医療入院、特別養護老人ホームと協力した

終末期医療等で町内全域をフィールドとした終末期医療、緩和医療を展開し、患者さんの

状態に応じて対応しておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 ３点目の空家等を活用したホスピスを３Ｃ補助金を活用して導入することについての見

解はについてですが、３Ｃ補助金とは、東京都が実施している子ども・長寿・居場所区市

町村包括補助事業の通称であり、未来の東京戦略で掲げる３つのＣ、チルドレン、長寿、

コミュニティを推進していく上で地域の実情や具体的な取組実態などを踏まえ、東京都と

区市町村が連携し、子どもが笑顔で子育てが楽しいと思える社会、誰もが心豊かに自分ら

しく暮らせる長寿社会、誰もが求める居場所に繋がることができる社会の実現に取り組む

ことを目的とした事業であります。 

 ３ＣのＣのうち、長寿に関わる事業については、心豊かに暮らし、いつまでも輝けるア

クティブな長寿社会のビジョン実現に向け、デジタルや先端技術を活用して高齢者のＱＯ

Ｌ、生活の質を向上させる事業が対象となり、東京都の採択をもって補助対象事業が決ま

ります。 

 他区市町村における補助金の活用事例では、デジタルを活用し、健康増進や高齢者のＱ

ＯＬ向上を目的とした介護予防やフレイル予防に資する事業が採択されており、回復が見

込めない末期がんや難病などの要介護状態の高齢者が医療や介護の専門的なケアを受けな

がら自宅に近い環境で生活できる施設であるホスピスを整備するための事業に対しては、

採択がされない可能性が高いと思われます。 

 一方で、介護予防やフレイル予防を目的とした健康増進事業等を行うための地域の交流

視点を空家等を活用して整備する事業は、他区市町村においても活用実績があり、都にお

いて採択される可能性が高いと思われるため、補助金の活用について検討してまいります

ので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 大澤議員、再質問はありますか。どうぞ。 



－47－ 

 

○５番（大澤由香里君） １番の相談窓口についてですが、町民から相談したいと思って

も担当者が夜勤などで不在のため、できないことが多いという声があります。また、社会

福祉士の資格を取られた看護師さんもいますが、主な仕事は看護業務であるために毎日い

るわけではありません。平日の日中、必ず相談できるような専属の方を配置する体制には

できないでしょうか。また、できないとしたら、今のスタッフで町民が安心して相談でき

る体制に変える必要があると思いますが、見解を伺います。 

 ２番の奥多摩病院にホスピス（緩和ケア病床）を導入することは、現実的に考えて難し

いということが分かりました。では、緩和ケアに限定しない病床はどうか。町での事例を

紹介します。 

 男兄弟２人暮らしの世帯です。２人ともがんを患っていて青梅総合病院で抗がん剤治療

を行っています。抗がん剤治療は基本、通いで行いますが、帰宅した後が大変です。抗が

ん剤治療を行うと発熱し、身の回りのことができなくなり、食事も生活もいいかげんにな

ります。体がしんどいので不機嫌になり、兄弟げんかが絶えません。抗がん剤治療の間だ

けでも奥多摩病院に入院させてもらえないかとお願いしましたが、断られたそうです。 

 高齢のご夫婦２人暮らしの世帯です。ふだん高次機能障害の夫を介護している妻が新型

コロナにかかりました。家族がコロナに罹患ということで、デイサービスはストップしま

した。ショートステイももちろんできません。しかし、しんどくて夫の介護どころではあ

りません。わらをもつかむ思いで、自分が回復するまで夫を入院させてもらえないか病院

にお願いしましたが、断られました。どこに助けを求めればいいんですかと悲痛な声が寄

せられました。 

 ２か月前のことです。ある高齢のひとり暮らしの男性は発熱し、体調不良に陥り、千葉

に住む娘さんが仕事を休んで駆けつけてくれました。最初、奥多摩病院に電話しましたが、

土曜日だったためか検査はできませんと看護師に断られました。仕方なく青梅総合病院ま

で娘さんに連れていってもらい、新型コロナ感染症だと判明しました。娘さんは５日間看

病をしましたが、それ以上仕事を休むことができず、後ろ髪を引かれる思いで千葉へ戻り

ました。男性は少しはよくなったものの、まだ起きて動き回ることはできず、トイレに行

くのがやっとの状態です。まだまだ回復していないのに、薬はあと２回分しか残っていま

せん。薬をもらいに行きたいけれども、自力では行けず、どうすればいいか途方に暮れて

いました。 

 子どものいないひとり暮らしのある女性は風邪を引き、高熱が出てふらふらになり、水

を飲むのも一苦労だったとき、入院できる場所があればと痛感したそうです。 
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 このように高齢夫婦のみやひとり暮らしの世帯の多い奥多摩町では、元気なときには何

とかなっていても、急に具合が悪くなったときに途端に困る事例が後を絶ちません。近く

に頼れる身内がいない場合に奥多摩病院が受皿になることはできないでしょうか。ベッド

は余っているので、受入れは可能だと思われます。見解を伺います。 

 ３番目のホスピスを３Ｃ補助金で整備することは、今お聞きしたところ難しそうですね。

採択事例では「来るっく～」のような施設だと該当するのではないかと感じました。これ

から少子高齢化はますます進み、ひとり暮らしや高齢者だけの世帯は増えると思われます。

そういった高齢者の居場所づくりは、高齢化が著しい奥多摩町では重要な課題です。高齢

者のよりどころとして宿泊ができるような交流拠点を整備することについて見解をお聞か

せください。 

○議長（澤本 幹男君） 病院事務長。 

○病院事務長（岡部  勝君） ５番、大澤議員の再質問にお答えいたします。 

 １点目のご質問ですが、平日の日中、専属の相談担当者を配置することにつきましては、

奥多摩病院は少人数の看護師で運営しており、１人が日勤のみで夜勤に従事しないと、ほ

かの看護師の夜勤日数が増加し、１人当たりの月平均夜勤時間が 72 時間を超えると診療

報酬が減額となります。 

 また、専属の方を別に雇用すると人件費が発生しまして、現在の経営状況が厳しいこと

から困難と考えております。 

 また次に、今のスタッフで町民が安心して相談できる体制については、問合せ時には看

護師長にかかわらず、確実に問合せが受けられるよう看護係長及び主任も窓口とし、ほか

の病棟看護師にも対応可能な問合せにはお断りせずに対応できるよう周知してまいります

ので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目のご質問で、高齢夫婦のみやひとり暮らしの方が急に具合が悪くなった場

合の入院についてですが、個別の事例につきましては回答を差し控えさせていただきます

が、病院では医師が患者さんの病状を診察し、入院治療が必要と診断された場合に入院と

なります。ご指摘のとおり、ベッドに余裕はございますが、ご質問の事例につきましては

最終的には医師の診断になりますが、入院受入れにつきましては困難と考えておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（須崎 洋司君） ５番、大澤議員の３点目の再質問にお答えいたします。 

 ３Ｃ補助金の活用につきましては、町といたしましては本年度、地域交流拠点整備助成
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事業費で、古里駅近くの古民家を改修した事業費に３Ｃ補助を活用してございます。 

 ご質問の高齢者のよりどころとして宿泊ができるような交流拠点でございますが、「来

るっく～」については、昨年度５月から棚沢の空家を活用した認知症拠点施設として、交

流の場として大勢の皆様にご利用をいただいております。また、一般社団法人オレンジネ

ットワーク奥多摩が設立され、運営をしていただいているところでございます。 

 町といたしましてもこうした交流の場をつくることは必要であると認識してございます

ので、３Ｃ補助金の有効活用については検討してまいりますので、ご理解をお願い申し上

げます。 

○議長（澤本 幹男君） 大澤議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。師岡町長。 

○町長（師岡 伸公君） すみません、私から病院のことで説明をさせていただきたいと

思います。 

 大澤議員がおっしゃっていることはいろんな形で今事務長が答弁させていただいたとお

り、ただ現状のところを、でも現状こうだからできないよではまずいんで、そこはどうや

って病院が工夫していくか、これにかかっていると思います。 

 院長がいろんな形で、いわゆる設備としてのホスピスは、今ご説明したとおりで厳しい

んですけれども、でも、ソフト部分で、それこそ移動型ホスピスみたいな形で院長を中心

に、みとりのこととか一生懸命やっています。ただ院長１人が頑張ったって駄目なんで、

これにスタッフが全部呼応しながら、一つの一枚岩となって、それからまた福祉の地域包

括のメンバーとも一緒になって動かないとこれは成立しない。 

 議員おっしゃったいろんな事例の中でも、そのときにもう一つ違った形のアプローチを

すれば受け入れられたこともあるかもしれない。中身が分からないので、今、私の段階で

何とも言えないんですが、そうしたやり取りを綿密にすること、それをまた病院側で受け

ること、そういうふうな工夫をしていかなければいけないかなというふうに思っています。 

 いずれにしてもベッドが空いているということも現実的にあるわけですから、その辺は

地域包括からのいろんな連絡を受けて、病院がこれからどういうふうにそういう患者さん

を受け入れるか。それは院長ならずとも看護師長、それから現場のスタッフがどのように

そういう状況を理解してやるかにかかっておりますので、先日も副町長と私と病院に行っ

てそういうふうないろんなお願いをしてまいりましたので、少しでも改善できるようにし

っかり頑張りますので、ご理解ください。 

○議長（澤本 幹男君） 終了となりましたんで、お願いします。 



－50－ 

 

 次に、２問目の質問を許します。 

○５番（大澤由香里君） 次に、２問目、小学校の今後について質問いたします。 

 2022 年に設置された小学校のあり方検討委員会において、５回の協議を経て、各校児

童数が 42 名以下、もしくは連続する学年の児童が７名以下になったときに今後の検討委

員会を、検討委員会の中では新たな奥多摩教育検討委員会（仮称）とされていましたが、

設置することを取り決めました。 

 現在、氷川小学校の児童数は 50 人を切っており、急速に減少傾向にあります。未就学

児の人数はより顕著です。10 月時点では、来年度入学予定の園児は古里で８名、氷川で

６名となっています。年中さんも古里で８名、氷川で７名です。保護者の中には、減り続

ける児童数に不安を感じ、古里小学校、或いは町外の小学校への転校・転出を考えている

人もいるといいます。 

 現時点では、次の小学校のあり方検討委員会の設置基準には至っていませんが、保護者

の不安を払拭するために早急に保護者の意見を聞き、町の方針を説明する場を設ける必要

があると考えますが、町の見解を伺います。 

○議長（澤本 幹男君） 教育長。 

〔教育長 野崎喜久美君 登壇〕 

○教育長（野崎喜久美君） ２問目の小学校の今後についてお答えをいたします。 

 奥多摩町立小学校のあり方検討会につきましては、令和４年度に設置し、５回の協議を

経て、各校の児童数が 42 名以下、または連続する学年の児童が７名以下となったときに

今後の検討委員会を設置する基準を設ける検討案を教育委員会に報告いたしました。 

 この基準の根拠につきましては、東京都教育委員会の基準を基に設けたもので、東京都

では、複式学級になる基準が連続する２つの学年の児童が 10 名以下、１学年の児童が５

名以下となったときには複式学級を設置する基準になりますが、町では、その基準より１

学年が２名多い７名となったとき、検討委員会を設置することといたしました。 

 検討委員会の目的は、児童が減少する中、学びの質、人間関係構築の育成をはじめとし

た将来の問題解決を図る検討機関であり、役割につきましては、少人数学級の現状分析、

メリット・デメリットを検討し、小学校統合の必要性や統合しない場合の学校運営などに

ついて協議し、検討案を教育委員会へ報告するものです。 

 検討委員会で協議した内容は、令和５年５月から６月にかけ、当時の議員の皆様、自治

委員の皆様にご説明をさせていただき、学校を通じて保護者にも周知するとともに、町の

ホームページにも掲載いたしました。 



－51－ 

 

 その後の保護者からの意見につきましては、各校のＰＴＡからの要望や毎年度各校で実

施する保護者からの学校評価の中の自由記述にも、議員からのご説明にあったような要望

や記述はございません。 

 議員からご質問のありました町の方針を説明する場を設ける必要があると考えるが、町

の見解はにつきましては、町の方針といたしましては、今後のあり方検討会案での協議を

尊重し、検討案を基に決定していく方向でございます。 

 現時点での児童数の状況は、令和８年度、９年度と新１年生が７名を下回る状況にあり、

今後の検討委員会は令和９年度に設置を予定しており、来年の令和８年度は検討委員会設

置に向けた準備をしてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（澤本 幹男君） 大澤議員、再質問はありますか。どうぞ。 

○５番（大澤由香里君） まず国が公共施設の統廃合・再編を打ち出し、あちこちの自治

体で学校の統廃合が進められようとしている昨今の情勢の中で、奥多摩町及び町教育委員

会は、小学校の在り方について統合ありきではなく、地域振興の核である氷川と古里の小

学校の存続をベースに、様々な方の意見を聞きながら、よりよい教育の形を考えていくと

いう方針に敬意を表したいと思います。その考え方に立って設置された小学校のあり方検

討委員会で決まった基準を尊重したいという町の方針も分かりますし、あえて説明するこ

とで不安をあおるのではないかという懸念も分からないでもありません。 

 しかし、ＰＴＡからの要望がなくても、また、アンケートに記載がなくても現実に保護

者から不安に思っている声は寄せられています。特に、転校していく児童が数人出た直後

には拍車がかかります。町に声が届いていないのは恐らくタイミング的な要因もあるかと

思います。ＰＴＡからの要望がないから、アンケートに記載がないから、余計な不安をあ

おるからと説明をしないままですと、不安に駆られた家庭が転校や転出を考える可能性も

あります。そういった流れをつくらないために保護者の不安を受け止め、町の方針をいま

一度丁寧にお知らせする取組をやっておく必要があるのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（澤本 幹男君） 教育課長。 

○教育課長（清水 俊雄君） ５番、大澤議員さんの再質問にお答えいたします。 

 教育長の答弁、また、大澤議員さんからの再質問にもありましたように、教育委員会と

しましては、今後のあり方検討委員会の協議を尊重しまして、検討案を基に決定していく

方向でございます。 

 今後につきましては、現時点で令和８年度、９年度氷川小学校の新１年生は７名を下回
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る状況であります。令和８年の９月以降、令和９年度の新１年生の就学に向けまして準備

を進めてまいります。それに合わせまして今後のあり方検討会につきましても新１年生の

状況で９年度の設置に向け準備してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（澤本 幹男君） 大澤議員、質問はこれで終了となりますが、再々質問はありま

すか。どうぞ。 

○５番（大澤由香里君） 再々質問させていただきます。そうしますと、保護者からの意

見があった場合には、何かしらのご説明等はしていただけるということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（澤本 幹男君） 教育課長。 

○教育課長（清水 俊雄君） 保護者からのそのような質問があった場合は、個別にあれ

ば個別にやりますし、また、ＰＴＡ等から要望あれば、その辺りは説明いたしますけども、

あくまでも前回のあり方検討会で決めました内容に沿ってご説明する内容となります。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） 大澤議員の質問はこれで終了となります。 

 以上で、５番、大澤由香里議員の一般質問は終わります。 

 以上で、日程第３ 一般質問は全て終了いたしました。 

 お諮りします。会議の途中でありますが、ここで暫時休憩にしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、午後２時 45 分から再開とい

たします。 

午後２時 33分休憩 

午後２時 45分再開 

○議長（澤本 幹男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、日程第４ 議案第 69 号 令和７年度奥多摩町一般会計補正予算（第４号）を議

題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。総務課長。 

〔総務課長 山宮 忠仁君 登壇〕 

○総務課長（山宮 忠仁君） それでは、議案第 69 号 令和７年度奥多摩町一般会計補

正予算（第４号）につきまして提案のご説明を申し上げます。タブレット端末の議案第
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69 号のファイルをご覧ください。 

 議案第 69 号 令和７年度奥多摩町一般会計補正予算（第４号）につきましてご説明申

し上げます。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ 4,200 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 73 億 6,503 万円と

するものでございます。 

 継続費の補正でございますが、第２条既定の継続費の変更は、第２表継続費補正による

ものでございます。 

 ２ページをご覧ください。歳入の説明をさせていただきます。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金の減に伴い、4,200 万円を減額し、繰入金の計を３億

1,108 万 1,000 円とし、歳入の合計を 73 億 6,503 万円とするものでございます。 

 ３ページをご覧ください。歳出の説明をさせていただきます。 

 消防費は、第４分団栃久保詰所建設工事などの減に伴い、4,205 万円を減額し、消防費

の計を４億 905万 6,000 円に、予備費は、予算調整により５万円を追加し、予備費の計を

2,096万 7,000 円とし、歳出の合計額を 73 億 6,503 万円とするものでございます。 

 ４ページをご覧ください。第２表継続費補正でございます。次の事業で継続費の変更を

させていただきます。款９消防費、項１消防費、事業名、第４分団栃久保詰所建設事業で、

補正後の額が総額１億 3,228 万 8,000 円、年度及び年割額につきましては、令和７年度を

０、令和８年度を１億 3,228 万 8,000 円とするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書に入ります。恐れ入りますが、７ページをご覧く

ださい。歳入でございます。 

 款 18 繰入金、項 02 基金繰入金、目 01 財政調整基金繰入金は 4,200 万円の減で、財源

調整により繰入れしておりましたが、歳出の皆減により当該金額を戻入れするものでござ

います。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 次に、８ページをご覧ください。歳出でございます。 

 款 09 消防費、項 01 消防費、目 03 消防施設費、（02）町単独消防施設整備事業費

4,205 万円の減は、内訳といたしまして、節 12 委託料において、説明欄記載の第４分団

栃久保詰所建設工事監理業務委託を 95万円、次の節 14 工事請負費において、同詰所建設

工事を 4,110万円それぞれ皆減するものですが、これは第４分団栃久保詰所建設工事の入

札不調に伴うものとなります。 
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 当該工事につきましては、継続事業として本年３月に議案第 20 号 令和７年度奥多摩

町一般会計予算のご決定をいただき、９月には当該詰所に接する都道に関して西多摩建設

事務所と協議を行ったことにより一部工法を変更する必要が生じたため、全体予算額を増

額するとともに、工期の見直しにより年度別の支出見込額が変更となったため、各費目に

ついて予算額の調整を行った内容を議案第 46 号として上程し、令和７年度奥多摩町一般

会計補正予算（第２号）のご決定をいただきました。その後、10 月 24 日に入札を行いま

したが、不落となり、最低入札金額事業者と協議を行ってまいりましたが、予定価格との

乖離が大きく、入札は不調となりました。 

 町におきましては不調となった要因を探るべく、設計書等の積算内容を再精査しました

ところ、建設資材費の高騰及び人件費の値上がりが大きく影響している状況が判明いたし

ました。これは役場新庁舎建設工事と同様の要因であり、現在の社会情勢等から鑑みます

と、費用の上昇は避けられないことと認識するものでございます。 

 このため今補正予算におきまして全体事業費比較では 2,578 万 2,000 円の補正増を見込

ませていただくとともに、スケジュールに関しまして令和８年度内の完了予定について変

更はございませんが、入札方法の見直しや入札実施時期並びに町議会でのご承認等を勘案

しますと、現場の工事着手が令和８年４月以降と見込まれるため、継続費の年割につきま

して令和７年度を皆減０とし、令和８年度に全額を支出する内容として組み直してござい

ます。 

 次の款 14予備費５万円の増は、歳入歳出の予算調整によるものです。 

 最後に、９ページをご覧ください。継続費に関する調書でございますが、ここまでご説

明を申し上げましたように、令和７年度の支出予定額は皆減し、令和８年度において全額

を支出予定とする内容を反映した調書となっております。 

 以上で、議案第 69 号 令和７年度奥多摩町一般会計補正予算（第４号）の説明を終わ

ります。町議会議員の皆様には改めての予算審議となり、恐縮に存じますが、只今申し上

げました諸事情をご賢察いただき、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上、今後の事業執行に欠かせない予算でございますので、ご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、説明は終わりました。 

 これより只今上程の議案第 69 号の質疑を行います。質疑はありませんか。７番、小峰

陽一議員。 

○７番（小峰 陽一君） 小峰です。 
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 来年度にもう一度１億 3,200万で、新年度にもう一回予算が計上されるという考え方で

いいわけですよね。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ７番、小峰議員さんの質問にお答え申し上げます。 

 継続事業ということで現在、補正の前までは７年度にも予算を置いて、８年度にも予算

を置くということで両年度で支出を見込んでいたところなんですけれども、入札不調とい

うことで、今年度中に入札の執行は年明け３月までの間にしてまいりますけれども、予算

の支出の見込みが４月以降になりますので、小峰議員がおっしゃられたとおり、改めて８

年度の当初予算のほうに１億 3,228 万 8,000 円を計上させていただくということになりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） ほかに質疑はありませんか。９番、高橋議員。 

○９番（高橋 邦男君） ９番、高橋です。 

 先程の説明で８年度の事業にどうにかということで、７年度中に２回目の入札を行うと

いうことですけど、どうにか入札は成立する可能性は大きいと考えてよろしいんでしょう

か。資材の高騰というのはどのぐらいの幅かわかんないんですけども、事業が大きいです

から、全体の費用も上がると思うんですけど、これが２か月、３か月たつともっと上がっ

たりという可能性も、心配もあるんで、その辺のめどはどうなるか、お聞かせください。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ９番、高橋議員さんのご質問にお答え申し上げます。 

 ７年度中に２度目の入札を執行する予定ということで、入札が成立するめどはというご

質問の内容でございます。今回、増額補正をさせていただいている中で、改めて見積りの

金額の精査であるとか、それからコンクリートの型枠の費用につきまして、これも改めて

見積りの取り直しをしたりとかいうこと、また、諸経費の計算も最新のものを使用すると

いうことで、高橋議員さんおっしゃられるとおりで、本当に時間がたてばたつほど上がっ

ていくという傾向は否めないと思います。その中で、際限なく上げることは不可能なんで

すけれども、でき得る範囲の中では、その時期にでも対応できるであろうという金額の中

での補正の増額をさせていただいているところでございます。 

 考え方としては、過日、全員協議会で庁舎建設の説明もありましたようなことで、そこ

を見据えてということで予算措置をさせていただいております。 

 以上でございます。 
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○議長（澤本 幹男君） 10 番、原島幸次議員。 

○10 番（原島 幸次君） 入札が不調だということなんですが、なかなかいろいろな関

係で諸事情で厳しい面もあるんですが、町が出す積算単価が安いのかどうか。町の財政が

厳しいから単価をほかより絞っちゃっているから、なかなか向こうが思いどおりの入札が

できない。業者のほうも利益を出さなきゃしようがないでしょうから、その辺で積算単価

が奥多摩で出すのがほかから比べて低いのかどうか、お聞きしたいなと思います。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） 10 番、原島議員さんのご質問にお答えいたします。 

 積算単価の設定という部分で、町だから安く出してしまって、その関係で入札が不調に

終わってしまうのかというような趣旨の内容かと思います。先程の説明でちょっと言葉足

らずの部分もありました。例えばさっきのコンクリートの型枠等の費用に関しても見積り

の取り直しとありましたけども、１回目のときに東京都の財務局関係の都単価を使ってい

たんですけども、都の単価は正しいものなんですけども、結局我々の市町村のところに数

字が表れる前に、その前に何か月も前に市場調査とか恐らくされていて、それ自体がもう

時間がたってしまっているので、我々のところでは最新なんですけども、元をただすと過

去に近いようなことというのも精査していく中では出てきましたので、そこを今度は見積

りという形を取らせていただいたというようなことがあります。 

 また、その見積りの内容につきましても、これまで９掛けというところでやってきたの

を今掛けるの 0.95 というようなことで若干上昇率を見込んでということでの設定をさせ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） ８番、宮野亨議員。 

○８番（宮野  亨君） ８番、宮野です。 

 注文する側と注文される側、その間にコーディネーターなんて入れられないんでしょう

かね。ちょっとコーディネーター料はかかりますが、交渉に、予算はかかるけれども、コ

ーディネーターを入れたおかげで工事がうまくいったということをちょっと聞いたもんで

すから、コーディネーターのほうはいかがなものかと思います。 

 それと、でき上がった消防団詰所、50 年ぐらいは全然問題なく使えるんでしょうかね。

ちょっと聞けたらと思いまして、よろしくお願いします。 

○議長（澤本 幹男君） 総務課長。 

○総務課長（山宮 忠仁君） ８番、宮野議員さんのご質問にお答えします。 
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 町のほうはいわゆる発注する側ということで、業者のほうは受注する側ということで、

こういう非常に物価が高騰している中であるので、コーディネーター等を入れることで、

そこがスムーズに繋がるんではないかというようなご提案でございます。 

 宮野議員さんもおっしゃられるとおり、ここにもし仮にですけれども、そういったコー

ディネーター入れるとそれなりの恐らく金額がかかることと、また、いろいろな事業執行

で、現状としては令和８年度内に終わらせるという当初の期限は、今回２回目やっても何

とかいけそうなんですけども、そこもぶれてきちゃうかなというのが１点あります。 

 あと、そうしたらどう対処するのかというお話になろうかと思いますけれども、まだこ

れは決定ではないんですけれども、年明けにまたそういった庁内の協議も行う中で、一つ

の案としては、通常の町の入札ですと予定価格というのは事前の公表はしないんですけど

も、庁舎の方向もそういった傾向があるんですけれども、あえてその金額、予定価格を示

すことによって乖離を減らすというか、そういう対応は図られるかどうかというところは

今後協議をして対応を図りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 それから、２点目の消防団詰所を一度つくって、いわゆる耐用年数のお話かと思います。

現在の第４分団の栃久保詰所の建築年度が昭和 55 年度ということでございますので、45

年程度経過しているということで、来年度中に仕上がるとすると、45 年を超えてくると

いうような状況でございます。 

 そういった意味で、現状の４分団の詰所のところも沢が近かったりという、この立地条

件にもよるとは思うんですけども、概ね 50 年程度は使えるような形で建築を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（澤本 幹男君） ほかに質疑はありませんか。３番、森田紀子議員。 

○３番（森田 紀子君） ３番、森田です。 

 先程、業者の方から見積りを取って積算をなさったという話を伺ったんですが、その際

に相見積もりは取っていらっしゃるのか。また、取っていらっしゃったら何社ぐらいから

取っているのか、お伺いできたらと思います。 

○議長（澤本 幹男君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（坂村 孝成君） ３番、森田議員さんのご質問にお答えします。 

 今回の設計の見直しに当たりまして東京都財務局単価から民間の見積り単価に設計を変

更しているわけなんですが、そういった場合は、３社の見積りを取りまして、それらの平

均を取って、更には一定の分掛けをして単価設定をして盛り込んでいるということでござ
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います。 

○議長（澤本 幹男君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） 質疑なしと認めます。 

 以上で、議案第 69 号の質疑を終結します。 

 次に、只今上程の議案第 69 号について討論を省略し、採決したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、これより採決します。 

 日程第４ 議案第 69 号について原案に賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤本 幹男君） 起立多数であります。よって、議案第 69 号については、原案

のとおり可決されました。 

 次に、日程第５ ７陳情第３号 証明書等のコンビニ交付に関する陳情書を議題としま

す。 

 本件については、去る 12 月５日に総務文教常任委員会に審査が付託され、５日に審査

が終了しております。 

 本日、その結果が報告されております。審査の経過及び結果について総務文教常任委員

長、榎戸雄一議員よりご報告願います。１番、榎戸雄一議員。 

〔１番 榎戸 雄一君 登壇〕 

○１番（榎戸 雄一君） １番、榎戸です。 

 それでは、総務文教常任委員会の陳情審査報告をいたします。 

 当委員会は 12 月５日に開会されました第４回定例会第１日に付託されました７陳情第

３号 証明書等のコンビニ交付に関する陳情書について、同日、委員全員と関係課長であ

る住民課長の出席の下、審査を行いました。 

 まず、住民課長より本制度の概要、近隣自治体における導入状況及び費用面について説

明を受けました。 

 コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で住民

票の写しや印鑑登録証明書などが取得できる制度であり、全国の約８割の自治体で導入さ

れているとのことでございます。 

 東京都内においても多くの自治体が実施しており、未実施は、島しょ部の９町村と檜原
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村、奥多摩町のみとなっています。近隣では瑞穂町及び日の出町が令和４年度から導入し

ているところでございます。 

 一方で、導入に当たっては初期費用として 3,200万円、年間維持費として約 550万円を

要するため、住民の利便性向上が期待できる一方で、小規模自治体にとっては大きな財政

負担となり、本町では現在導入に至っていない状況であります。 

 しかしながら、第６期長期総合計画に掲げるＤＸ推進の観点からは、窓口業務の効率化

など一定の効果が期待できることから、町民サービス向上の一環として、今後導入の在り

方を検討していく必要があるとの説明がありました。 

 以上の説明を踏まえ、委員に意見を求めたところでございます。 

 委員からは、利用者はそれほど多くないのではないかと考えられること。ＤＸ化の必要

性は理解できるものの、導入や運用に多くの費用がかかるため、慎重に検討すべきである。

また、奥多摩町独自の取組として、住民票等の予約制を導入し、土・日窓口で受取りを可

能とすることで費用を抑えつつ、利便性の向上が図れるのではないかとの意見も示されま

した。これについて趣旨採択。 

 導入・維持管理費に多額の費用を要することから、新庁舎建設後の二、三年をめどに検

討すべきであるとの意見があり、社会全体のＤＸ化やマイナンバーカードの普及状況、人

口減少の動向を踏まえつつ判断すべきとの考えから、趣旨採択。 

 檜原村や島しょ部を含む人口規模の小さな自治体では、利用者数が見込めず、導入に慎

重であると考えられる。そのため本町においても導入は時期尚早である。制度の趣旨は理

解できるため、趣旨採択。 

 将来的な人口減少を考慮すると、利用率低下が避けられず、費用対効果の観点からも現

時点での導入は急ぐべきものではないとの意見が示され、ただし、導入の趣旨自体は理解

できることから趣旨採択とすることが適当であるとの意見が示されました。 

 以上の結果、当委員会としては、７陳情第３号について趣旨採択とすべきものと決定い

たしました。 

 以上で、総務文教常任委員会の陳情審査報告を終わります。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、総務文教常任委員長の報告は終わりました。 

 これより質疑と採決を行います。７陳情第３号の総務文教常任委員会委員長報告につい

て所管外で質疑があればお願いいたします。10 番、原島幸次議員。 

○10 番（原島 幸次君） 原島でございます。 

 今、総務文教常任委員長からいろいろ説明を聞かせていただきました。事務報告書の昨
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年度を見ますと、住民票を取った方が 1,137 件、12 か月で割りますと月に 94 件、それか

ら印鑑証明が 1,256 件、12 か月で割りますと月に 104 件、住民票が 4,000 人として

0.28％、それから印鑑証明が 4,000 人として計算した場合 0.31％、このように非常に低

い数字でございます。印鑑証明とか住民票はそんなにしょっちゅう取るもんじゃないし、

必要な場合は、会社にいても何しても早退したり、或いは休んで取ったりという重要なも

のでございます。それから見ても導入時の 3,200 万、それからランニングコストが毎年

500 万ずつかかる。これから見てもこの厳しい奥多摩町の財政においては、ちょっとかか

り過ぎじゃないかなと。そんなような関係で、私は導入に対しては懸念があるなという感

じがいたします。 

 以上でございます。 

○議長（澤本 幹男君） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） 質疑なしと認めます。 

 以上で、７陳情第３号の総務文教常任委員長報告についての質疑を終結します。よって、

これより採決します。 

 日程第５ ７陳情第３号について総務文教常任委員長の報告は、趣旨採択とすべきもの

でありますが、これに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤本 幹男君） 起立多数であります。よって、７陳情第３号については、本陳

情を委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。 

 次に、日程第６ 各常任委員会、議会運営委員会の特定事件に関する閉会中の継続調査

についてを議題とします。 

 お諮りします。本件については、各常任委員会、議会運営委員会から継続調査の申出が

ありましたので、お手元に配布の継続調査事項のとおり、閉会中の継続調査にしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、本件については、それぞれ閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

 次に、日程第７ 議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。本件については、地方自治法第 100 条第 13 項及び会議規則第 124 条の

規定により閉会中において議員派遣を行う必要があるものは、お手元に配布の議員派遣予
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定表のとおりであります。 

 ただし、予定表に記載がなく、特に緊急を要する場合にあっては、その日時、場所、目

的及び派遣議員等について議長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（澤本 幹男君） ご異議なしと認めます。よって、本件については、議長に一任

することに決定しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。 

 ここで本定例会の閉会に当たり町長より挨拶があります。師岡伸公町長。 

〔町長 師岡 伸公君 登壇〕 

○町長（師岡 伸公君） 12 月議会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 本議会では新規の条例１件、それから、条例の一部を改正する条例が４件、契約案件が

１件、令和７年度一般会計補正予算が１件、同じく特別会計補正予算１件、また、特別会

計消費税等の納付延滞に係る損害賠償額の決定についてもご協議をいただきました。以上、

ご決定をいただきました。今後の事業をしっかりと進めてまいります。 

 ８名の議員皆様からは 13 の一般質問を本日いただきました。教育をはじめ、防災対策

等地域の諸課題に加えまして健康保持と介護・医療現場の課題、また、森林を有する我が

町の観光事業と環境保全の関わり、自治会をはじめ、住民皆様への対応等、様々な視点か

らのご質問、ご提言をいただきました。今後の行財政運営にしっかりと反映をしてまいり

ます。 

 さて、本定例会の冒頭の挨拶の中で申し上げましたように、この秋、町制施行 70 周年

という節目に開催された各事業に対しましては、町民皆様のご協力により多くの行事を盛

り上げていただきました。12 月の５日には、上流は小菅村、下流は狛江市からなる８市

町村が共演する多摩川流域共同芸能フェスティバルが狛江市で開かれました。奥多摩町か

らは、海沢の神庭神楽が町の代表として参加し、すばらしいパフォーマンスで舞台を盛り

上げていただきました。 

 また、明後日の日曜日には第 64 回加藤旗争奪駅伝競走大会は奥多摩ふれあい駅伝大会

として開催されます。実行委員会のご尽力で、一昨年から２通りのコース設定とし、多く

の皆様が参加できるように工夫をされました。今年も 44 チームの参加が予定されている

と聞いております。応援よろしくお願いいたします。 

 本年１年間、議員皆様には研修機会も増え、また、成果を上げられたことと存じます。
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また、議会運営においても可視化の方向性を検索し、研究されておりますことに敬意を申

し上げたいというふうに思います。今後の議会運営に効果をもたらすものと確信をいたし

ます。 

 年末年始、どうか皆様健康にご留意されますようご祈念申し上げ、本定例会閉会の挨拶

といたします。大変お疲れさまでございました。 

○議長（澤本 幹男君） 以上で、町長の挨拶は終わりました。 

 以上をもって令和７年第４回奥多摩町議会定例会を閉会といたします。長時間の審議、

大変ご苦労さまでした。 

午後３時 20 分閉会 
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